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第４ 局別事項

局別事項は、審査の対象となった一般会計及び１８特別会計を所管する２７局等について、平

成１３年７月２５日から同年８月７日までを実地審査期間として審査を実施したものであり、局

別の結果については以下のとおりである。
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知事本部（政策報道室）

第１ 審査の概要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

知 事 本 部

（政策報道室は、平成１３年４月１日付組織改正により、知事本部と変更されたことから、知事

本部で審査を行った ）。

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、政策報道室執行分について決算計数及び執行

状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手

続を実施した。

第２ 審査の結果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書のうち、知事本部（政策報道室）所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿

及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計
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ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 （千円） 収入率（％）

使用料及手数料 １５８ ９ ５．７

国 庫 支 出 金 ４，９９８，５８２ ４，８５０，１３４ ９７．０

財 産 収 入 ４，８００ ４，８００ １００

繰 入 金 ６，４６１ ６，０５７ ９３．７

諸 収 入 ９８, １１９ １００，４６８ １０２．４

計 ５，１０８，１２０ ４，９６１，４６９ ９７．１

歳入は第７款使用料及手数料ほか４款であり 予算現額５１億８１２万円 収入済額４９億６、 、 ，

１４６万余円、比較減額１億４，６６５万余円、収入率（予算現額に対する収入済額の比率）９

７．１％である。

歳入の主な内容は、国庫支出金（収入済額４８億５，０１３万余円）で情報通信技術（ＩＴ）

講習推進特例交付金等である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額 千円 執行率（％）（ ）

総 務 費 １３，５６４，５８０ １２，３６９，６８２ ９１．２

歳出は、第２款の総務費で２項３目に区分し執行しており、予算現額１３５億６，４５８万

円、支出済額１２３億６，９６８万余円、翌年度繰越額９，２１４万余円、不用額１１億２７

５万余円、執行率９１．２％である。

主な執行内容は、

・情報通信技術の推進等

（項）政策報道費 （目）管理費 ７１億９，７７１万余円

・テレビ・ラジオによる都政広報等

（項）政策報道費 （目）広報広聴費 ４８億６，８２８万余円

である。

翌年度繰越は、繰越明許費で、内容は、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金で

ある。

２ 財産の管理状況
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ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

無 体 財 産 権 商標権 1 件 商標権 1 件 0 件

有 価 証 券 株券 755,000,000 円 株券 755,000,000 円 0 円

出資による権利 1,156,000,000 円 1,156,000,000 円 0 円

２ 物 品 ２４０ 点 ２２０ 点 ２０ 点

３ 基 金 3,900,000,000 円 0 円 3,900,000,000 円

知事本部 政策報道室 で所管している財産は上表のとおりであり その主な増減事由は（ ） 、 、

・基金の増加は、情報通信技術講習基金創設によるもの

である。
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総 務 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）特別会計

特別区財政調整会計

小笠原諸島生活再建資金会計

（３）財 産

２ 実地審査場所

総 務 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、総務局執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書のうち、総務局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した

結果、誤りのないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、総務局所管の計数について、次のとおり、計数の一部に誤り

が認められた。

（１）財産管理

ア 債権について

（ア）債権５７万２，２００円（進学奨励事業学資金貸付金の一部及び小笠原諸島生活再建

資金貸付金の一部）が過大に計上されている。
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第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

使用料及手数料 ８４３，５８１ ８０３，７７５ ９５．３

国 庫 支 出 金 ２１，７２８，３２６ ２４，３９３，６６６ １１２．３

財 産 収 入 ７，９５８，３４５ ７，７７３，８７２ ９７．７

寄 附 金 ６，４４７ １５，７４０ ２４４．１

繰 入 金 １４，１３８，２３９ １４，２３１，２７５ １００．７

諸 収 入 ６，５８８，６４３ ６，８９０，１２４ １０４．６

計 ５１，２６３，５８１ ５４，１０８，４５４ １０５．５

歳入は第７款使用料及手数料ほか５款であり、予算現額５１２億６，３５８万余円、収入

済額５４１億８４５万余円、比較増額２８億４，４８７万余円、収入率（予算現額に対する

収入済額の比率）１０５．５％である。

歳入の主な内容は、国庫支出金（収入済額２４３億９，３６６万余円）の私学助成事業に

おける私立学校経常費補助等の学務費国庫補助金、統計事務事業における統計職員費等の総

務費委託金、財産収入（収入済額７７億７，３８７万余円）の区市町村振興基金運用による

利子及配当金、繰入金（収入済額１４２億３，１２７万余円）の区市町村振興基金繰入金で

ある。

なお、第９款財産収入（項：財産運用収入）において収入未済額（１万余円）が、第１２款

諸収入（項：学務費貸付金元利収入）において不納欠損額（１５２万余円）及び収入未済額

（７億１，０９６万余円 、同款（項：雑入）において、収入未済額（２３１万余円）が生じ）

ている。

イ 歳 出

科 目 款 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ） （ ）

総 務 費 １９１，１４２，６９８ １８１，１７５，２２３ ９４．８

学 務 費 １３７，６１９，０００ １３６，６２０，５８２ ９９．３

諸 支 出 金 １，０９５，６０４，９５５ １，０９４，０９０，５３８ ９９．９

計 １，４２４，３６６，６５３ １，４１１，８８６，３４４ ９９．１

歳出は、第２款総務費ほか２款１１項３４目に区分し執行しており、予算現額１兆４，２４

３億６，６６５万余円、支出済額１兆４，１１８億８，６３４万余円、不用額１２４億８，０
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３０万余円、執行率９９．１％である。

総務費の主な執行内容は、

・区市町村に対する財政補完等のための交付金

（項）区市町村振興費 （目）自治振興費 ７０９億７，２３３万余円

学務費の主な執行内容は、

・私立学校の経常費の補助金

（項）私立学校振興費 （目）助成費 １，３１９億３，６８８万余円

諸支出金の主な執行内容は、

・特別区財政調整会計に対する繰出金

（項）他会計支出金 （目）特別会計繰出金 ８，３０９億３，８０２万余円

である。

（２）特別区財政調整会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

繰 入 金 ８３０，９３８，９８８ ８３０，９３８，０２８ １００．０

諸 収 入 １０ ０ ０

繰 越 金 ２ １ ５０．０

計 ８３０，９３９，０００ ８３０，９３８，０２９ １００．０

歳入は 第１款繰入金ほか２款であり 予算現額８ ３０９億３ ９００万円 収入済額８、 、 ， ， 、 ，

３０９億３，８０２万余円、比較減額９７万余円、収入率１００．０％である。

歳入の主な内容は、第１款繰入金の一般会計繰入金（８，３０９億３，８０２万余円）であ

る。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

特 別 区 交 付 金 ８３０，９３９，０００ ８３０，９３８，０２９ １００．０

歳出は、第１款特別区交付金で１項２目に区分し執行しており、予算現額８，３０９億３，

９００万円、支出済額８，３０９億３，８０２万余円、不用額９７万余円、執行率１００．０

％である。

執行内容は、

・普通交付金

（項）特別区財政調整交付金 （目）普通交付金 ８，０６２億２，３９８万余円
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・特別交付金

（項）特別区財政調整交付金 （目）特別交付金 ２４７億１，４０４万余円

である。

（３）小笠原諸島生活再建資金会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

事 業 収 入 ５７，２２７ ４５，６２６ ７９．７

諸 収 入 １，０９１ ７１３ ６５．４

繰 越 金 １２２，６８２ ３７５，４５３ ３０６．０

計 １８１，０００ ４２１，７９３ ２３３．０

歳入は、第１款事業収入ほか２款であり、予算現額１億８，１００万円、収入済額４億２，

１７９万余円、比較増額２億４，０７９万余円、収入率２３３．０％となっている。

歳入の主なものは、第３款繰越金（３億７，５４５万円）である。

なお 第１款事業収入 項：貸付金元利収入 において収入未済額 ７ １１４万余円 が、 （ ） （ ， ） 、

第２款諸収入（項：雑入）において収入未済額（４０８万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

貸 付 費 １８１，０００ ３８，５００ ２１．３

歳出は、第１款貸付費の１項１目で執行しており、予算現額１億８，１００万円、支出済額

３，８５０万円、不用額は１億４，２５０万円、執行率２１．３％となっている。

執行内容は

・生活再建資金の貸付 （項）貸付費 （目）貸付費 ３，８５０万円

である。

なお、一部に問題が認められたので、別項のとおり意見を付す。
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２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 1,896,596.23 ｍ 1,899,700.57 ｍ △ 3,104.34 ｍ２ ２ ２

建 物 175,352.38 ｍ 175,352.38 ｍ 0 ｍ２ ２ ２

物権 地 上 権 4,489.43 ｍ 4,489.43 ｍ 0 ｍ（ ） ２ ２ ２

無 体 財 産 権 著作権 ３２ 件 著作権 ２３ 件 ９ 件

出資による権利 2,684,300,000 円 2,665,900,000 円 18,400,000 円

２ 物 品 １，８６１ 点 １，８４８ 点 １３ 点

３ 債 権 17,740,486,824 円 19,100,612,589 円 △1,360,125,765 円

４ 基 金 263,939,446,751 円 259,822,510,572 円 4,116,936,179 円

総務局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・土地の減少は、小笠原諸島復興事業用地（３，８４１．０５ｍ ）の港湾局への所管換え２

によるもの

・出資による権利の増加は、財団法人東京都島しょ振興公社に対する基本財産の出えん金

（１，８４０万円）の増加によるもの

・債権の減少は、育英資金貸付金（４億９，０３０万円）の減少によるもの

・基金の増加は、区市町村振興基金（４２億８，２２２万余円）の増加によるもの

である。

イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位：千円）

貸付金の種類（名称） 平成１２年度末残高 滞納(収入未済)額

育英資金貸付金 １０，９４１，２１６ ６７７，６１８

進学奨励事業学資金貸付金 ４１７，８１９ ３３，３４５

(財)私学振興会貸付金 １６７，０００ ０

小笠原諸島生活再建資金貸付金 ２７８，１２１ ５２，７６３

(財)東京都島しょ振興公社貸付金 ３，４２０，０００ ０

地域総合整備資金貸付金 ３１５，８７２ ０
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３ 別項意見

（１）財 産

ア 貸付原資と運用額との相違について、正確な数値の把握に努めるべきもの

小笠原諸島生活再建資金会計は、小笠原諸島への帰島民に対する生活再建資金の貸付事業

に関する収支を経理する特別会計である。

同貸付事業は、貸付原資（国庫支出金、一般会計繰入金、貸付金利子等及び歳計現金利息

の合計額）を運用して貸付を行うことから、貸付原資と運用された貸付金等の運用額（貸付

金、収入未済額及び繰越金の合計額）とが同一金額になるものであるが、貸付原資と運用額

について見たところ、相違が認められた。

局は、この原因を調査し、正確な数値の把握に努められたい。
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大学管理本部（都立大学）

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

大学管理本部

（都立大学は、平成１３年７月１日付組織改正により大学管理本部として統合されたことから、

大学管理本部で審査を行った ）。

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、都立大学執行分について決算計数及び執行状

況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続

を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書のうち、大学管理本部（都立大学）所管の計数は、それぞれの関係諸帳

簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

使用料及手数料 ２，５７２，８１２ ２，７１８，８４２ １０５．７

国 庫 支 出 金 ３６，５８２ ３５，８８２ ９８．１

寄 附 金 ８０，０００ ８８，５００ １１０．６

諸 収 入 ９０８，４８５ ８６６，４９２ ９５．４

計 ３，５９７，８７９ ３，７０９，７１６ １０３．１
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歳入は第７款使用料及手数料ほか３款であり、予算現額３５億９，７８７万余円、収入済額

３７億９７１万余円、比較増額１億１，１８３万余円、収入率（予算現額に対する収入済額の

比率）１０３．１％である。

歳入の主な内容は、使用料及手数料（収入済額２７億１，８８４万余円）の都立大学の授業

料・研修料等、国庫支出金（収入済額３，５８８万余円）の公立大学等設備整備費等国庫補助

金、寄附金（収入済額８，８５０万円 、諸収入（収入済額８億６，６４９万余円）の都立大）

学の受託研究費・都立大学の入学金等の収入である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

学 務 費 １５，８１７，０００ １４，９０９，５９３ ９４．３

諸 支 出 金 １３ １２ ９２．３

計 １５，８１７，０１３ １４，９０９，６０５ ９４．３

歳出は、第１４款学務費及び第１８款諸支出金の２款で２項６目に区分し執行しており、予

算現額１５８億１ ７０１万余円 支出済額１４９億９６０万余円 不用額９億７４０万余円， 、 、 、

執行率９４．３％である。

主な執行内容は、

・都立大学の管理運営に従事する教職員の給料・諸手当及び管理事務に要したもの

（項）都立大学費 （目）管理費 １２８億３，７９４万余円

・都立大学の教員の学術研究に要したもの

（項）都立大学費 （目）研究奨励費 １６億２，８９３万余円

・都立大学の教育・研究用設備整備及び施設整備

（項）都立大学費 （目）施設整備費 ３億３，１８９万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 487,028.20 ｍ 487,028.20 ｍ ０ ｍ２ ２ ２

建 物 150,139.12 ｍ 150,139.12 ｍ ０ ｍ２ ２ ２

無 体 財 産 権 著作権 ２ 件 著作権 ２ 件 ０ 件

２ 物 品 ２，９１２ 点 ２，９５８ 点 △４６ 点
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財 務 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）特別会計

用地会計

公債費会計

（３）財 産

２ 実地審査場所

財 務 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、財務局執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書のうち、財務局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び

証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計



- -14

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

地方特例交付金 １５７，０４１，０２８ １５７，０４１，０２８ １００

特 別 交 付 金 ４，９３６，０２９ ４，１７４，５７６ ８４．６

使用料及手数料 １，５７５，２５３ １，４００，１６９ ８８．９

国 庫 支 出 金 ６２，９２７ ５８，５２３ ９３．０

財 産 収 入 ９７，１２３，３３４ ２９，７８２，６２９ ３０．７

繰 入 金 １５９，０２７，５８６ １３８，６００，３１７ ８７．２

諸 収 入 ７５，４８７，０３９ ６８，３２２，９０４ ９０．５

都 債 ４５４，５３７，６００ ３８４，２７４，８４９ ８４．５

繰 越 金 １９，７９５，５００ １９，７９５，５００ １００．０

計 ９６９，５８６，２９６ ８０３，４５０，４９７ ８２．９

歳入は第４款地方特例交付金ほか８款であり、予算現額９，６９５億８，６２９万余円、収

入済額８，０３４億５，０４９万余円、比較減額１，６６１億３，５７９万余円、収入率（予

算現額に対する収入済額の比率）８２．９％である。

歳入の主な内容は、地方特例交付金（収入済額１，５７０億４，１０２万余円）の収入、財

産収入（収入済額２９７億８，２６２万余円）の土地等の売払代金等、繰入金（収入済額１，

３８６億３１万余円）の土地開発基金等からの繰入金の収入、諸収入（収入済額６８３億２，

２９０万余円 の宝くじの発売益金等の収入 都債 収入済額３ ８４２億７ ４８４万余円） 、 （ ， ， ）

の街路整備費等の財源となる土木債等の収入である。

なお 財産収入の収入率 ３０ ７％ が低調となった主な理由は 土地売払収入において、 （ ． ） 、 、

当初売却予定であった土地の一部について、売却予定者との調整に時間を要したために、結果

として売却が次年度となったことによるものである。

また、第９款財産収入（項：財産運用収入及び財産売払収入）において、収入未済額（１，

３０６万余円 が 第１２款諸収入 項：弁償金及報償金及び雑入 において 収入未済額 １） 、 （ ） 、 （ ，

００４万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

総 務 費 １４，６６５，０００ １２，４３３，６３０ ８４．８

公 債 費 ６０８，２６６，０４９ ６０８，２６６，０４８ １００．０

諸 支 出 金 ５１１，０４９，５７３ ５１０，２６９，９２３ ９９．８

予 備 費 ４，５５０，０００ ０ ０

計 １，１３８，５３０，６２２ １，１３０，９６９，６０２ ９９．３
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歳出は、第２款総務費ほか３款で、６項１８目に区分し執行しており、予算現額１兆１，３

８５億３，０６２万余円、支出済額１兆１，３０９億６，９６０万余円、不用額７５億６，１

０１万余円、執行率９９．３％である。

総務費の主な執行内容は、

・本庁舎の管理事務等に要した経費

（項）庁舎営繕費（目）営繕費 ６８億８，９８１万余円

公債費の執行内容は、

・公債費会計に対する公債元金等の繰出金

（項）公債費（目）公債費会計繰出金 ６，０８２億６，６０４万余円

諸支出金の主な執行内容は、

・財政調整基金への積立に要した経費

（項）財産費（目）財政調整基金積立金 １，４０４億２，４３０万余円

・用地会計等に対する繰出金

（項）他会計支出金（目）特別会計繰出金 ３５８億１，４０３万余円

・公営企業会計に対する経費補給金及び出資金

（項）他会計支出金（目）公営企業会計支出金

３，０１１億８，０９９万余円

である。

（２）用地会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

財 産 収 入 ３８，７４９，４８４ ５３，０６９，９５４ １３７．０

繰 入 金 ４５，３１２，０００ ３１，７６３，６５４ ７０．１

諸 収 入 ４，５１５ １２，４２４ ２７５．２

都 債 ９０，０００，０００ ２７，９５３，５００ ３１．１

繰 越 金 １，４９８，５６９ ３，３０１，９９０ ２２０．３

計 １７５，５６４，５６８ １１６，１０１，５２３ ６６．１

歳入は、第１款財産収入ほか４款であり、予算現額１，７５５億６，４５６万余円、収入済

額１，１６１億１５２万余円、比較減額５９４億６，３０４万余円、収入率６６．１％となっ

ている。

歳入の主な内容は、第１款財産収入の各局からの事業用地の売払代金等（５３０億２，５３

４万余円 、第２款繰入金の財務局で計上した先行取得用地の元利償還金等の収入（３１７億）

６，３６５万余円 、第４款都債の公園用地等に対する先行取得の財源となる公共用地先行取）
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得債の収入（２７９億５，３５０万円）である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

用 地 費 １７５，５６４，５６８ １０８，２９２，８２２ ６１．７

歳出は 第１款用地費の１項１目で執行しており 予算現額１ ７５５億６ ４５６万余円、 、 ， ， 、

支出済額１，０８２億９，２８２万余円、翌年度繰越額２９億４，３２５万余円、不用額は６

４３億２，８４９万余円、執行率６１．７％である。

主な執行内容は、公共用地の先行取得に係る用地買収費及び都債償還費である。

翌年度繰越は、繰越明許費２６億１７９万余円、事故繰越は３億４，１４５万余円で、繰越

明許費の主な内容は、大田地区単位制工業高等学校の用地取得等に係る２０億１３万余円、公

園用地の用地取得等に係る３億１，１２０万余円である。

（３）公債費会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

財 産 収 入 １，６４５，０００ １，９３８，０３２ １１７．８

繰 入 金 １，３８１，５０３，０４８ １，３７０，５９９，９７７ ９９．２

諸 収 入 １ １，９４０ －

都 債 ９９，０６９，０００ ９８，８７４，７５６ ９９．８

計 １，４８２，２１７，０４９ １，４７１，４１４，７０６ ９９．３

歳入は、第１款財産収入ほか３款であり、予算現額１兆４，８２２億１，７０４万余円、収

入済額１兆４，７１４億１，４７０万余円、比較減額１０８億２３４万余円、収入率９９．３

％である。

歳入の主な内容は、第２款繰入金の元金償還等に要した一般会計等からの繰入金（１兆３，

７０５億９，９９７万余円）である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

公 債 費 １，４８２，２１７，０４９ １，４７１，４１４，７０６ ９９．３

歳出は、第１款公債費で１項５目に区分し執行しており、予算現額１兆４，８２２億１，７

０４万余円、支出済額１兆４，７１４億１，４７０万余円、不用額は１０８億２３４万余円、
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執行率９９．３％である。

主な執行内容は、

・都債の元金償還金

（項）公債費 （目）元金償還金 ７，０８４億８，１６１万余円

・都債の利子償還金

（項）公債費 （目）利子償還金 ５，０８４億３，６０３万余円

・都債償還に係る減債基金への積立金

（項）公債費 （目）減債基金積立金 ２，４４５億３，５６４万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 5,289,207.50 ｍ 4,955,960.70 ｍ 333,246.80 ｍ２ ２ ２

建 物 441,796.75 ｍ 443,391.03 ｍ △ 1,594.28 ｍ２ ２ ２

有 価 証 券 株券 株券

1,725,828,880 円 1,725,828,880 円 0 円

出資による権利 11,000,000 円 11,000,000 円 0 円

不動産信託の受益権 ３ 件 ３ 件 ０ 件

２ 物 品 １，４７３ 点 １，４８０ 点 △ ７ 点

３ 債 権 1,454,620,516 円 1,511,064,516 円 △ 56,444,000円

４ 基 金 542,765,819,916 円 659,743,541,275 円 △116,977,721,359円

財務局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減理由は、

・土地の増減については 土地開発基金の廃止に伴い 基金財産であった土地 １７４万８、 、 （ ，

１７４．８２ｍ ）を局所管の普通財産に区分変更し、その一部（保健保安林等、１３９２

万１，８３７．００ｍ ）を事業予定局に引き渡したことによるもの２

・債権の減少は、建物売払収入として旧豊島都税事務所の売払代金（５，０００万円）を収

入したことによるもの

・基金の減少は、土地開発基金（２，４００億円）を廃止したことによるもの

である。
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主 税 局

第１ 審査の概要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）特別会計

地方消費税清算会計

（３）財 産

２ 実地審査場所

主 税 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、主税局執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審査の結果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書のうち、主税局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した

結果、誤りのないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、主税局所管の計数について、次のとおり、計数の一部に誤り

が認められた。

（１）財産管理

ア 債権について

（ア）債権１万円（徴税費弁償金の一部）が、過大に計上されている。
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第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 （千円） 収入率 ％（ ）

都 税 ４，２６８，１７３，０５１ ４，２６８，９８２，９０２ １００．０

地 方 譲 与 税 ２，８６３，０１３ ２，８９２，３３２ １０１．０

助 成 交 付 金 １９，４４６ １８，１８１ ９３．５

使用料及手数料 ４０２，０７８ ４２２，８６４ １０５．２

財 産 収 入 ２４７ ２４７ １００．０

繰 入 金 １００，０００ １，８２２ １．８

諸 収 入 １１，５７５，８０４ １３，１２４，８４０ １１３．４

計 ４，２８３，１３３，６３９ ４，２８５，４４３，１９１ １００．１

歳入は第１款都税ほか６款であり、予算現額４兆２，８３１億３，３６３万余円、収入済額４

兆２，８５４億４，３１９万余円、比較増額２３億９５５万余円、収入率（予算現額に対する収

入済額の比率）１００．１％である。

歳入の主な内容は 都税 ４兆２ ６８９億８ ２９０万余円 で都民税１兆２ １６６億２、 （ ， ， ） ， ，

０２１万余円、事業税１兆６２億５，００３万余円、固定資産税１兆７２２億２，９９８万余円

となっている。

都税収入の内訳は現年課税分４兆２，１６４億４，６５６万余円、滞納繰越分５２５億３，６

３３万余円となっており、予算現額に対する収入率はそれぞれ、１００．１％、９５．１％とな

っている。

なお、都税において、不納欠損額（３５８億１，１６７万余円）及び収入未済額（２，０７５

億４，９７８万余円）が、第７款使用料及手数料（項：徴税手数料）において、収入未済額（６

９万余円）が、第１２款諸収入（項：延滞金及加算金）において、不納欠損額（５億９，４６３

万余円）及び収入未済額（６３億４，７２３万余円）が生じている。

局の収入状況は全体としては、良好なものとなっているが、その一部に適切でない予算額の計

上が認められたので、別項のとおり意見を付す。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額 千円 執行率 ％（ ） （ ）

徴 税 費 ８７，６５６，０００ ８５，０３９，０６１ ９７．０

諸 支 出 金 ８９，９０２，５６４ ７７，１４６，９２１ ８５．８

計 １７７，５５８，５６４ １６２，１８５，９８２ ９１．３
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歳出は、第３款徴税費及び第１９款諸支出金の２款で５項９目に区分し執行しており、予算

現額１，７７５億５，８５６万余円、支出済額１，６２１億８，５９８万余円、不用額１５３

億７，２５８万余円、執行率９１．３％である。

徴税費の主な執行内容は、

・一般管理事務関係職員の給与等

（項）徴税管理費（目）管理費 １７２億２，６５６万余円

・都税賦課事務関係職員の給与等

（項）課税費 （目）管理費 ２１４億５，０４１万余円

・都税徴収事務関係職員の給与等

（項）徴収費 （目）管理費 １３９億８，５２８万余円

・個人都民税徴収取扱等に対する交付金

（項）徴収費 （目）徴収事務費 ２８９億４，５７３万余円

諸支出金の主な執行内容は、

・都税の過誤納に係る還付金等

（項）諸 費 （目）過誤納還付金 ７０４億 １８０万余円

である。

（２）地方消費税清算会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率 ％（ ）

地 方 消 費 税 ８１１，８２９，０００ ７９４，８７９，３０６ ９７．９

諸 収 入 ２０２，３３２，０００ ２０７，０６２，６４３ １０２．３

繰 越 金 ３５，６６２，０００ ４，８８２，２６３ １３．７

計 １，０４９，８２３，０００ １，００６，８２４，２１３ ９５．９

歳入は、第１款地方消費税ほか２款であり、予算現額１兆４９８億２，３００万円、収入済

額１兆６８億２，４２１万余円、比較減額４２９億９，８７８万余円、収入率９５．９％とな

っている。

歳入の主な内容は、第１款の国から払い込まれる地方消費税（７，９４８億７，９３０万余

円）第２款の清算によって他の道府県から払い込まれる地方消費税清算金収入（２，０７０億

６，０８２万余円）である。

収入状況は全体としては、良好なものとなっているが、その一部に適切でない予算額の計上

が認められたので、別項のとおり意見を付す。
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イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

地方消費税清算費 １，０１３，３８９，０００ １，００６，８２４，２１３ ９９．４

歳出は、第１款地方消費税清算費で１項３目に区分し執行しており、予算現額１兆１３３億

８，９００万円、支出済額１兆６８億２，４２１万余円、不用額は６５億６，４７８万余円、

執行率９９．４％である。

主な執行内容は、

・消費地と課税地を一致させるための調整に係る関係道府県との清算

（項）地方消費税清算費 （目）地方消費税清算金 ７，０１８億４，９８７万余円

・地方消費税収入額の清算後における一般会計への繰出金

（項）地方消費税清算費 （目）一般会計繰出金 ３，０２０億７，４７８万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公 有 財 産

土 地 59,876.46 ｍ 60,010.11 ｍ △ 133.65 ｍ２ ２ ２

建 物 119,485.14 ｍ 119,608.00 ｍ △ 122.86 ｍ２ ２ ２

出資による権利 300,100,000 円 300,100,000 円 0 円

２ 物 品 １６４ 点 １５６ 点 8 点

３ 債 権 7,928,494 円 8,088,494 円 △ 160,000 円
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３ 別項意見

（１） 歳 入

歳入において適切な予算計上を行うべきもの

歳入については、収入算定の基本原則として、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕

捉し、かつ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない

ことが定められている（地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第３条 。）

ところで、あらかじめ収入見込額を算定できる状況であったにもかかわらず、これに基づい

た予算計上を行わなかった結果、収入済額が予算現額と大幅に乖離しているものが、次のとお

り認められた。

局は、適切な予算計上を行うよう努められたい。

ア 局は、税の滞納処分として、不動産等の差押えを行い、差押物件を公売に付し税に充当し

ている。

公売に際しては、公売予定価挌を算定するため、土地等の差押物件の評価鑑定等を行って

おり （款）徴税費（項）徴税費（目）徴収事務費（節）役務費で支出している。、

一方、差押物件が公売により売却された場合は、上記鑑定料等を売却代金の中から（款）

諸収入（項）弁償金及報償金（目）徴税費弁償金（節）滞納処分費として徴収している。

滞納処分費の収入済額は役務費の支出額に相当するものであるが、表１のとおり、歳入予

算現額と歳出予算現額とに乖離があり、また、歳入においては収入済額が予算現額に対し大

幅な増となっている。

これは、滞納整理強化策を講じた結果、土地などの差押物件の鑑定等が増加しているにも

かかわらず、歳入においては、これに基づいた見込額を予算計上していないことによるもの

である。

（表１）滞納処分費に係る歳入歳出比較

区 分 歳 入 歳 出

予算現額 収入済額 予算現額

徴税費弁償金・滞納処分費 徴税事務費・役務費のうち、

科 目 等 差押物件評価鑑定料及び

差押自動車保管料

平成１２年度 ３８０万円 ３，２４５万余円 ２，７７１万円

平成１１年度 ３８０ ３，７６４ ２，７７１

平成１０年度 ３８０ ４，６０７ ２，７７１
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イ 地方消費税清算会計（特別会計）の（款）諸収入（項）都預金利子は、平成１２年度予算

現額１億円に対し、収入済額１８２万余円、収入率１．８％となっており、表２のとおり、

平成１０年度から予算現額を大幅に下回っている。

この会計が収入する地方消費税の大半は、国から毎月納入され、この金額の中から四半期

毎に他府県等へ清算金を支出している。ところが、局は、地方消費税の年間予定収入額（１

兆円）に預金利率（年間想定預金利率）０．０１％を乗じた額を予算計上しているため、予

算現額が過大となっている。

（表２）都預金利子の予算現額に対する年度別収入済額

年 度 予算現額 収入済額 収入率 地 方 消 費 税 総 額

（ ） （ ） （ ） （ ）万円 万余円 ％ 万余円

平成１２年度 １０，０００ １８２ １．８ １００，６８２，４２１

平成１１年度 １０，０００ １８１ １．８ ９５，０１３，９３２

平成１０年度 １０，０００ １，０８３ １０．８ １０１，４６６，８７５
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生 活 文 化 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

生 活 文 化 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、生活文化局執行分について決算計数及び執行

状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手

続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書のうち、生活文化局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤

りのないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、生活文化局所管の財産について、次のとおり、計数の一部に

誤りが認められた。

（１）財産管理

ア 物品について

（ア）物品２３点（江戸東京博物館の絵画２３点）が過大に登載されている。

（イ）物品５点（写真美術館の収蔵品５点）が登載漏れとなっている。

イ 債権について

（ア）債権２，５９８万２,０００円（公衆浴場施設確保資金貸付金の一部及び共同購入事

業資金貸付金の全額）が過大に計上されている。
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第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 （千円） 収入率 ％（ ）

使用料及手数料 ２，７０３，１４８ ２，２５３，５１６ ８３．４

国 庫 支 出 金 ５８３，６９４ ５６３，２６７ ９６．５

財 産 収 入 １７３，５３７ １６１，３１６ ９３．０

寄 附 金 １００，０００ ９０，６５９ ９０．７

繰 入 金 ２３８，６５４ １７６，６６３ ７４．０

諸 収 入 ６１０，２３５ ６５８，０７２ １０７．８

計 ４，４０９，２６８ ３，９０３，４９６ ８８．５

歳入は第７款使用料及手数料ほか５款であり、予算現額４４億９２６万余円、収入済額３９

億３４９万余円、比較減額５億５７７万余円、収入率（予算現額に対する収入済額の比率）

８８．５％である。

歳入の主な内容は、使用料及手数料（収入済額２２億５，３５１万余円）の旅券発給の手数

料、国庫支出金（収入済額５億６，３２６万余円）の渉外労務管理に伴う国庫委託金、諸収入

（収入済額６億５，８０７万余円）の生活文化費貸付金における公衆浴場施設確保資金貸付金

元利収入である。

なお、第１２款諸収入（項：貸付金元利収入、雑入）において、不納欠損額（８９万余円）

及び収入未済額（２，６５３万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

生 活 文 化 費 １９，６６５，０００ １７，７７１，２９７ ９０．４

歳出は、第４款生活文化費で１項７目に区分し執行しており、予算現額１９６億６，５００

万円、支出済額１７７億７，１２９万余円、不用額１８億９，３７０万余円、執行率９０．４

％である。

主な執行内容は、

・職員の給与等

（項）生活文化費 （目）管理費 ５５億３，７０１万余円

・江戸東京博物館の運営等

（項）生活文化費 （目）コミュニティ文化費 ６６億３，５５６万余円
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・海外渡航相談及び旅券発給事務等

（項）生活文化費 （目）国際費 １８億８，９１０万余円

・ウイメンズプラザの運営等

（項）生活文化費 （目）女性青少年費 １６億２，７９１万余円

・公衆浴場対策等 （項）生活文化費 （目）消費生活対策費 １３億８，２５７万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 112,730.59 ｍ 109,675.17 ｍ 3,055.42 ｍ２ ２ ２

建 物 229,129.99 ｍ 227,774.87 ｍ 1,355.12 ｍ２ ２ ２

物権 地 上 権 1,020.61 ｍ 1,020.61 ｍ ０ ｍ（ ） ２ ２ ２

無 体 財 産 権 著作権 ７ 件 著作権 ７ 件 ０ 件

商標権 ２７ 件 商標権 ２７ 件 ０ 件

出資による権利 1,056,000,000 円 1,056,000,000 円 ０ 円

２ 物 品 １，８６２ 点 １，８５７ 点 ５ 点

３ 債 権 2,347,998,736 円 2,501,121,151 円 △153,122,415 円

４ 基 金 32,106,792,526 円 32,610,679,097 円 △503,886,571 円

生活文化局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・土地の増加は、旧小笠原伯爵邸敷地（１，６３７．２６ｍ ）等の所管換えによるもの２

・建物の増加は、旧女性相談センター（１，３２７．８０ｍ ）等の所管換えによるもの２

・債権の減少は、公衆浴場施設確保資金貸付金（１億４，５９７万３，０００円）等の返還

によるもの

・基金の減少は、国際平和文化交流基金（３億３，５７６万１，８８１円）等の減によるもの

である。

イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位：千円）

貸付金の種類（名称） 平成１２年度末残高 滞納（収入未済）額

公衆浴場施設確保資金貸付金 １，００３，６２９ ０

消 費 者 訴 訟 資 金 貸 付 金 ５１６ ０

共同購入事業資金貸付金 ２３，８４０ ２３，８４０

（注）年度末残高は、滞納（収入未済）額は含まれていない。
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都 市 計 画 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）特別会計

都市開発資金会計

（３）財 産

２ 実地審査場所

都 市 計 画 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、都市計画局執行分について決算計数及び執行

状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手

続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書のうち、都市計画局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿

及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

使用料及手数料 １，６８２，４９７ １，７３４，７９５ １０３．１

国 庫 支 出 金 ２，０８９，４４２ １，８２６，９００ ８７．４

財 産 収 入 ２６７，２５１ １６９，０１６ ６３．２

繰 入 金 １，０００ １，０４７，８４０ －

諸 収 入 １０６，７００，６４３ １０６，８２９，８１４ １００．１

計 １１０，７４０，８３３ １１１，６０８，３６７ １００．８
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歳入は第７款使用料及手数料ほか４款であり、予算現額１，１０７億４，０８３万余円、収

入済額１，１１６億８３６万余円、比較増額８億６，７５３万余円、収入率（予算現額に対す

る収入済額の比率）１００．８％である。

歳入の主な内容は、使用料及手数料（収入済額１７億３，４７９万余円）の建設業許可等の

手数料、国庫支出金（収入済額１８億２，６９０万円）の土地区画整理助成費などの国庫補助

金等、諸収入（収入済額１，０６８億２，９８１万余円）の帝都高速度交通営団等に対する貸

付金の元金収入である。

なお、第１２款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（４９万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

都 市 計 画 費 １３５，５４２，９６５ １１１，５３０，３８９ ８２．３

歳出は、第５款都市計画費で３項１７目に区分し執行しており、予算現額１，３５５億４，

２９６万余円、支出済額１，１１５億３，０３８万余円、翌年度繰越額１９８億４，４９１万

余円、不用額４１億６，７６５万余円、執行率８２．３％である。

主な執行内容は、

・利根川・荒川水源地域対策基金等に対する事業費負担金等

（項）都市計画管理費 （目）水資源対策費 ６億８０２万余円

・都市計画区域内における土地区画整理事業施行者に対する補助金等

（項）都市計画費 （目）土地区画整理助成費 ８４億６，５３８万余円

・八王子市外２３市２町１村の施行した都市計画事業等に対する補助金等

（項）都市計画費 （目）市町村土木補助費 ７億６，５８６万余円

・都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づく市街地再開発事業に対する補助金等

（項）都市計画費 （目）市街地再開発事業助成費 １５億２，４２０万余円

・地下高速鉄道建設助成等に対する補助金及び出資金等

（項）都市計画費 （目）都市交通施設等助成費 ８３８億１，７０９万余円

・財団法人東京都新都市建設公社に対する交付金等

（項）都市計画費 （目）新都市建設公社助成費 ２３億２６万余円

である。

翌年度繰越は、繰越明許費１９８億４，４９１万余円で、主な内容は、都交通局及び帝都高

速度交通営団に対する地下鉄建設助成に係る６２億１，５３１万余円、首都高速道路公団の行

う渋滞対策特定都市高速道路整備事業に係る１２１億８，２００万円などである。
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（２）都市開発資金会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

財 産 収 入 １，８６９，４０１ １，５８４，４６０ ８４．８

繰 入 金 ７，３６９，８０６ ６，７９１，８０６ ９２．２

諸 収 入 １，７９２ ８１５ ４５．５

都 債 １，０００，０００ ０ ０

繰 越 金 １ １，３９５，９６７ －

計 １０，２４１，０００ ９，７７３，０４９ ９５．４

歳入は、第１款財産収入ほか４款であり、予算現額１０２億４，１００万円、収入済額９７

億７，３０４万余円、比較減額４億６，７９５万余円、収入率９５．４％である。

歳入の主な内容は、財産収入（１５億８，４４６万余円）の都市開発資金の貸付けに関する

法律（昭和４１年法律第２０号、以下｢法｣という ）に基づき買収した都市施設用地の売払代。

金等、繰入金（６７億９，１８０万余円）の法に基づく都市施設用地の買収に要した経費の借

入金に係る償還のための一般会計からの繰入金である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

用 地 費 １０，２４１，０００ ９，７７１，２４１ ９５．４

歳出は 第１款用地費で１項３目に区分し執行しており 予算現額１０２億４ １００万円、 、 ， 、

支出済額９７億７ １２４万余円 不用額は４億６ ９７５万余円 執行率９５ ４％である， 、 ， 、 ． 。

主な執行内容は、

・法に基づき先行取得した用地に係る売払代金等の一般会計への繰出金

（項）用地費 （目）一般会計繰出金 １０億４，７８４万余円

・法に基づく都市施設用地の買収に要した経費の借入金に係る償還のための公債費会計への繰

出金 （項）用地費 （目）公債費会計繰出金 ８７億２，１９９万余円

である。
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２ 財産の状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 9,928.05 ｍ 9,928.05 ｍ 0 ｍ２ ２ ２

建 物 17,802.97 ｍ 17,462.95 ｍ 340.02 ｍ２ ２ ２

無 体 財 産 権 著作権 １ 件 著作権 １ 件 ０ 件

有 価 証 券 株券 株券

84,938,500,000 円 79,730,200,000 円 5,208,300,000 円

出資証券 出資証券

27,065,681,500 円 27,065,681,500 円 0 円

出資による権利 161,467,590,200 円 150,200,590,200 円 11,267,000,000 円

２ 物 品 ２３５ 点 ２３０ 点 ５ 点

３ 債 権 556,779,926,643 円 629,846,913,974 円 △73,066,987,331 円

都市計画局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・有価証券（株券）の増加は、東京臨海高速鉄道株式会社に対する出資（５０億２，８３０

万円 ）等によるもの

・出資による権利の増加は、首都高速道路公団への出資によるもの

である。

イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位 千円）:

貸付金の種類（名称） 平成１２年度末残高 滞納（収入未済）額

首都高速道路公団貸付金 １８９，７４５，１８１ ０

東京都地下鉄建設株式会社貸付金 ２００，４５３，８０１ ０

多摩都市モノレ－ル株式会社貸付金 ２７，５００，０００ ０

帝都高速度交通営団貸付金 ９４，１６２，９４４ ０

首都圏新都市鉄道株式会社貸付金 ４４，８９８，０００ ０

土地区画整理資金貸付金 ２０，０００ ０
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環 境 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

環 境 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、環境局執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書のうち、環境局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りの

ないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、環境局所管の計数について、次のとおり、計数の一部に誤り

が認められた。

（１）財産管理

ア 公有財産について

＜土 地＞

（ ） ， ． （ ， ． ）ア 土地３万８ ４２１ ６４ｍ 中央清掃工場敷地２万７ １１７ １９ｍ ほか３件２ ２

が過大に登載されている。
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第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

使用料及手数料 ５，４０８，７４６ ５，６４５，６７４ １０４．４

国 庫 支 出 金 ２３１，８１１ ２５２，３１９ １０８．８

財 産 収 入 ４６，５７４ ４１３，８５９ ８８８．６

繰 入 金 １６８，６７５ １３４，６３６ ７９．８

諸 収 入 ９，１９７，０２２ ９，３０６，５１０ １０１．２

計 １５，０５２，８２８ １５，７５２，９９９ １０４．７

歳入は第７款使用料及手数料ほか４款であり、予算現額１５０億５，２８２万余円、収入済

額１５７億５，２９９万余円、比較増額７億１７万余円、収入率（予算現額に対する収入済額

の比率）１０４．７％である。

歳入の主な内容は、使用料及手数料（収入済額５６億４，５６７万余円）の廃棄物処理手数

料等、国庫支出金（収入済額２億５，２３１万余円）の新エネルギー導入促進に係る国庫補助

金、諸収入（収入済額９３億６５１万余円）の保存樹林公有化資金貸付けに係る貸付金元利収

入である。

なお、第７款使用料及手数料において、不納欠損額（４，０７２万余円）及び収入未済額１

億９，１０５万余円）が、第１２款諸収入において、不納欠損額（２４９万余円）及び収入未

済額（２億７，４１３万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

環 境 費 ３０，３６７，０００ ２７，２８７，５２５ ８９．９

諸 支 出 金 ３５，７４４ ３５，３９２ ９９．０

計 ３０，４０２，７４４ ２７，３２２，９１７ ８９．９

歳出は、第６款環境費及び第１８款諸支出金の２款で４項１４目に区分し執行しており、予

算現額３０４億２７４万余円、支出済額２７３億２，２９１万余円、不用額３０億７，９８２

万余円、執行率８９．９％である。

主な執行内容は、

・局の一般管理及びダイオキシン対策の推進等

（項）環境保全費 （目）管理費 １５億８，８１９万余円
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・自動車公害対策等

（項）環境保全費 （目）大気汚染対策費 １２億４４９万余円

・水質環境監視対策等

（項）環境保全費 （目）水質土壌汚染対策費 ７億２，１６７万余円

・緑地保全策の推進等

（項）環境保全費 （目）自然保護対策費 ３８億１，９１６万余円

・廃棄物の埋立処分等

（項）廃棄物費 （目）廃棄物対策費 ８５億５，８２５万余円

・海面処分場の建設整備等

（項）廃棄物費 （目）施設整備費 ２２億４，８９６万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 4,748,324.59 ｍ 5,600,975.55 ｍ △ 852,650.96 ｍ２ ２ ２

建 物 86,909.57 ｍ 882,915.36 ｍ △ 796,005.79 ｍ２ ２ ２

動産 船 舶 ３隻(140.41総トン) ７隻(2,339.23総トン) △4隻(2,198.82総ﾄﾝ)（ ）

（ ）浮ドック １ 個 １ 個 ０ 個

物権 地 上 権 0 ｍ 490.27 ｍ △ 490.27 ｍ（ ） ２ ２ ２

（ ）鉱 業 権 14,067,200.00 ｍ 14,067,200.00 ｍ ０ ｍ２ ２ ２

無 体 財 産 権 特許権 ８ 件 特許権 ８ 件 ０ 件

〃 〃（その他準ずる権利） （その他準ずる権利）８ 件 ８ 件 ０ 件

著作権 １ 件 著作権 １ 件 ０ 件

有 価 証 券 株券 187,500,000 円 株券 187,500,000 円 ０ 円

出資による権利 606,000,000 円 606,000,000 円 ０ 円

２ 物 品 １，１６９ 点 ３，４１７ 点 △ ２，２４８ 点

３ 債 権 14,451,158,364 円 18,838,771,782 円 △4,387,613,418円

４ 基 金 10,287,300,806 円 10,452,340,693 円 △ 165,039,887 円

環境局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・土地及び建物の減少は、清掃事業の一部移管による清掃事務所用地等の敷地（８４万７，

３５６．４４ｍ ）及び建物（７６万５，３２５．２３ｍ ）の特別区等への譲渡によるもの２ ２

である。
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イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位：千円）

貸付金の種類（名称） 平成１２年度末残高 滞納（収入未済）額

公害防止資金貸付金 １，４２１，６６０ ２２９，７３０

保存樹林地等公有化資金貸付金 １２，９８０，１３９ ０

公共事業の施行に伴う移転資金貸付金 ３４，３５８ ８８５

浄化漕点検業務委託に伴う事業資金貸付金 １５，０００ ０
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福 祉 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）特別会計

母子福祉貸付資金会計

心身障害者扶養年金会計

（３）財 産

２ 実地審査場所

福 祉 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、福祉局執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実

質収支に関する調書のうち、福祉局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合

した結果、誤りのないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、福祉局所管の計数について、次のとおり、計数の一部に誤

りが認められた。

（１）財産管理

ア 物品について

（ア）物品４点（小型４輪貨物自動車ほか３台）が過大に登載されている。

（イ）物品２点（特殊用途自動車２台）が登載漏れとなっている。
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第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

分担金及負担金 ３５７，６５７ ３６９，３７８ １０３．３

使用料及手数料 １８９，３３０ ２７６，２８７ １４５．９

国 庫 支 出 金 ３６，３２１，９９６ ３５，１９３，７５１ ９６．９

財 産 収 入 ７１，０７８ ６０，１０３ ８４．６

寄 附 金 ０ １，６９６ －

繰 入 金 ４，０３１，０９６ ４，０２２，６１５ ９９．８

諸 収 入 ８，４６０，７３６ ９，０６８，２５２ １０７．２

計 ４９，４３１，８９３ ４８，９９２，０８６ ９９．１

歳入は第６款分担金及負担金ほか６款であり、予算現額４９４億３，１８９万余円、収入済

額４８９億９，２０８万余円、比較減額４億３，９８０万余円、収入率（予算現額に対する収

入済額の比率）９９．１％である。

歳入の主な内容は、国庫支出金（収入済額３５１億９，３７５万余円）の児童扶養手当給付

費に対する国庫負担金等、繰入金（収入済額４０億２，２６１万余円）の地域福祉振興基金か

らの繰入金、諸収入（収入済額９０億６，８２５万余円）の知的障害者援護施設等の施設入所

受託に伴う区市からの措置費等である。

なお、第６款分担金及負担金（項：負担金）において、不納欠損額（３，７４２万余円）及

び収入未済額（２億８，８５８万余円 、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、収）

入未済額（１８万余円 、第９款財産収入において、収入未済額（１９万余円 、第１２款諸収） ）

入（項：貸付金元利収入、項：雑入）において、不納欠損額（３４３万余円）及び収入未済額

（１６億１，２９０万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

福 祉 費 ３００，６０３，０６６ ２８８，０８３，７９４ ９５．８

諸 支 出 金 ８１，０６０ ４６，９４１ ５７．９

計 ３００，６８４，１２６ ２８８，１３０，７３６ ９５．８

歳出は、第７款福祉費及び第１８款諸支出金の２款で８項２５目に区分し執行しており、予

算現額３，００６億８，４１２万余円、支出済額２，８８１億３，０７３万余円、不用額１２
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５億５，３３８万余円、執行率９５．８％である。

主な執行内容は、

・民間社会福祉事業の振興に要したもの

（項）地域福祉推進費 （目）地域福祉振興費 ８１億１，１８８万余円

・生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく生活保護費、区市に対する都負担金等に

要したもの

（項）生活福祉費 （目）生活保護費 １９１億１，００８万余円

・児童手当の支給、学童クラブ事業等児童・母子の福祉増進

（項）子ども家庭福祉費（目）子ども家庭福祉費 ４８６億５，９４０万余円

・児童養護施設等の運営、保育所運営費都負担金の支出等保育事業の助成

（項）子ども家庭福祉費（目）児童福祉施設費 ５７０億９，４６８万余円

・心身障害者（児）医療費の助成、ホームヘルプサービス事業補助等心身障害者福祉の増進

（項）心身障害者福祉費（目）心身障害者福祉費 ４５３億７，２３３万余円

・心身障害者（児）施設の運営及び管理委託並びに心身障害者（児）の保護委託

（項）心身障害者福祉費（目）心身障害者施設費 ３９１億７，１４１万余円

・保険者及び国民健康保険団体連合会に対する助成

（項）国民健康保険費 （目）国民健康保険助成費 ３８２億７，５０３万余円

である。

（２）母子福祉貸付資金会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

事 業 収 入 １，１９１，３２８ １，１９３，９４４ １００．２

繰 入 金 ８０２，５７０ ７５５，３５２ ９４．１

諸 収 入 ６，９３９ ６，２０７ ８９．５

都 債 １，３１６，３００ １，２２１，８６４ ９２．８

繰 越 金 ４８９，８６３ ８７４，４０６ １７８．５

計 ３，８０７，０００ ４，０５１，７７３ １０６．４

歳入は第１款事業収入ほか４款であり、予算現額３８億７００万円、収入済額４０億５，

１７７万余円、比較増額２億４，４７７万余円、収入率１０６．４％である。

歳入の主な内容は、事業収入（収入済額１１億９，３９４万余円）の返還金等、都債（収

入済額１２億２，１８６万余円）である。

なお、第１款事業収入（項：返還金、項：利子収入）において、不納欠損額（４８４万余

円）及び収入未済額（２４億１，７０３万余円）が生じている。
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この収入未済額について、回収の努力を要するものが認められたので別項のとおり意見を

付す。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

貸 付 費 ３，８０７，０００ ３，２８５，４８７ ８６．３

歳出は、第１款貸付費の１項１目で執行しており、予算現額３８億７００万円、支出済額３

２億８，５４８万余円、不用額は５億２，１５１万余円、執行率８６．３％である。

主な執行内容は、

・母子福祉資金の貸付及び事務費に要したもの

（項）貸付費 （目）貸付費 ３２億８，５４８万余円

である。

（３）心身障害者扶養年金会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

事 業 収 入 １，４５７，４８２ １，３７２，５３６ ９４．２

財 産 収 入 １３７，２８６ １２２，３６５ ８９．１

繰 入 金 ２，３４７，１２０ ２，３１０，３２４ ９８．４

諸 収 入 １１１ ９３１ ８３８．７

繰 越 金 １ ２１，４２５ －

計 ３，９４２，０００ ３，８２７，５８２ ９７．１

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額３９億４，２００万円、収入済額３８億

２，７５８万余円、比較減額１億１，４４１万余円、収入率９７．１％である。

歳入の主な内容は、事業収入（収入済額１３億７，２５３万余円）の掛金収入、繰入金（収

入済額２３億１，０３２万余円）の基金繰入金等である。

なお、第１款事業収入（項：掛金収入）において、収入未済額（３，５０１万余円 、第４）

款諸収入（項：雑入）において、不納欠損額（３３万円）及び収入未済額（３０９万余円）が

生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

扶 養 年 金 費 ３，９４２，０００ ３，８００，１４６ ９６．４
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歳出は、第１款扶養年金費の１項１目で執行しており、予算現額３９億４，２００万円、支

出済額３８億１４万余円、不用額は１億４，１８５万余円、執行率９６．４％である。

主な執行内容は、

・心身障害者扶養年金の給付に要したもの

（項）扶養年金費 （目）扶養年金費 ３８億１４万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 1,280,297.07 ｍ 1,288,808.09 ｍ △ 8,511.02 ｍ２ ２ ２

建 物 377,204.72 ｍ 382,831.16 ｍ △ 5,626.44 ｍ２ ２ ２

物権 地 役 権 3,043.04 ｍ 3,043.04 ｍ ０ ｍ（ ） ２ ２ ２

無 体 財 産 権 特許権( ) ４ 件 特許権( ) ４ 件 ０ 件準ずる権利 準ずる権利

著作権 １０ 件 著作権 １０ 件 ０ 件

意匠権 １ 件 意匠権 １ 件 ０ 件

出資による権利 249,500,000 円 249,500,000 円 0 円

２ 物 品 ７０６ 点 ７１９ 点 △ １３ 点

３ 債 権 25,017,363,358 円 22,671,966,103 円 2,345,397,255 円

４ 基 金 86,023,938,473 円 91,513,457,007 円 △5,489,518,534 円

福祉局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・土地及び建物の減少は 練馬高等保育学院の敷地 ４ ４３６ ４０ｍ 及び建物 ３、 （ ， ． ） （ ，２

５２６．３９ｍ ）を所管換えしたもの２

・債権の増加は、母子福祉資金貸付金が増加（２１億４，３４８万余円）したもの

である。
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イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位：千円）

貸付金の種類（名称） 平成１２年度末残高 滞納（収入未済）額

同和生業資金貸付金 １９０，９４２ １，０５３，７５４

同和応急生活資金貸付金 ５，１６５ ５７，８１２

災害援護資金貸付金 ９９，９２０ ０

社会福祉事業振興資金貸付金 ４，０５６，６５５ ０

女性福祉資金貸付金 １，０９６，８７６ ２７０，３３５

保育士修学資金貸付金 １，１１８ １０，９５９

母子福祉資金貸付金 １８，３３５，０６４ ２，４１７，０３３

（注）年度末残高には、滞納（収入未済）額は含まれていない。

３ 別項意見

（１）歳 入

ア 東京都母子福祉資金貸付金の未収金の回収に努めるべきもの

局は児童を扶養している配偶者のいない女子に対して、その経済的自立の助成と生活意欲

の助長を図ることを目的として、東京都母子福祉資金貸付金（以下「貸付金」という ）の。

貸付事業を、区市に委任して行っている（東京都母子福祉資金貸付条例（昭和３９年東京都

条例第１６６号 。））

当該貸付金に係る平成１２年度末現在の貸付金償還状況について見ると、収入未済額が２

４億１，７０３万余円と多額に発生しており（調定額３６億１，５８１万余円、収入額（償

還額）１１億９，３９４万余円、不納欠損額４８４万余円 、現年度及び過年度分とも毎年）

度増加していることが認められる。

この要因には、貸付対象の多くが低所得世帯であること、長期不況のもとで借受人の収入

が一層不安定になっていることなどが考えられるが、一方では①貸付対象者の状況把握、②

未償還者に対する督促、報告等の措置、③連帯借受人及び連帯保証人に対する返済の請求な

ど、未収金回収のための事務処理が十分行われていると言い難い状況が見受けられた。

局は、未納者に対する速やかな督促の送達、連帯借受人及び連帯保証人に対する納入通知

など、区市に対する指導、助言を積極的に行い、未収金の回収に特段の努力が望まれる。
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福祉局（高齢者施策推進室）

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

福 祉 局

（高齢者施策推進室は、平成１３年４月１日付組織改正により福祉局に統合されたことから、福

祉局で審査を行った ）。

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、高齢諸施策推進室執行分について決算計数及

び執行状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める

審査手続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書のうち、福祉局（高齢者施策推進室）所管の計数は、それぞれの関係諸

帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計
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ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

分担金及負担金 １，９６０，０００ １，９７９，３０７ １０１．０

使用料及手数料 １８，７１４，１６５ １９，１５８，７４３ １０２．４

国 庫 支 出 金 ２６，２４３，９８４ ２１，７７８，０９９ ８３．０

財 産 収 入 １９１，５６４ １２５，３７０ ６５．４

寄 附 金 １０，０００ ５，７００ ５７．０

繰 入 金 １，０００ ２３，６８８ －

諸 収 入 ３，３５９，０３０ ４，４５６，６４７ １３２．７

計 ５０，４７９，７４３ ４７，５２７，５５５ ９４．２

歳入は第６款分担金及負担金ほか６款であり、予算現額５０４億７，９７４万余円、収入済

額４７５億２，７５５万余円、比較減額２９億５，２１８万余円、収入率（予算現額に対する

収入済額の比率）９４．２％である。

歳入の主な内容は、分担金及負担金（収入済額１９億７，９３０万余円）の介護保険財政安

定化基金拠出金区市町村の負担金、使用料及手数料（収入済額１９１億５，８７４万余円）の

老人医療センターの診療収入等、国庫支出金（収入済額 ２１７億７，８０９万余円）の社会

福祉施設整備助成費に対する国庫補助金等、諸収入（収入済額４４億５，６６４万余円）の受

託研究費等である。

なお 第７款使用料及手数料 項：福祉使用料 項：福祉手数料 において 収入未済額 １、 （ 、 ） 、 （ ，

６７８万余円 第１２款諸収入 項：貸付金元利収入 項：受託事業収入 項：契約違約金）、 （ 、 、 、

項：雑入）において、収入未済額（５億４，５６２万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

福 祉 費 ２５５，１４１，２４２ ２３２，６１５，８９２ ９１．２

諸 支 出 金 ６，０６９，６４６ ６，０６９，０２１ １００．０

計 ２６１，２１０，８８８ ２３８，６８４，９１３ ９１．４

歳出は、第７款福祉費及び第１９款諸支出金の２款で４項１４目に区分し執行しており、予

算現額２，６１２億１，０８８万余円、支出済額２，３８６億８，４９１万余円、翌年度繰越

額３４億３，８５５万余円、不用額１９０億８，７４１万余円、執行率９１．４％である。

主な執行内容は、

・介護給付費負担金等

（項）高齢福祉費（目）介護保険費 ３３２億９，０４３万余円
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・シルバーパスの交付及び老人医療費の助成等

（項）高齢福祉費（目）高齢福祉費 １，１３１億６，８８６万余円

・老人福祉施設への保護委託等

（項）高齢福祉費（目）高齢福祉施設費 １３７億３，８３１万余円

・老人医療センターの診療等に要したもの

（項）高齢福祉費（目）病院費 １０５億５，４４２万余円

・高齢者福祉・医療の複合施設の整備等

（項）施設整備費（目）高齢保健福祉施設整備費 ６８億６，６７８万余円

・特別養護老人ホーム等の整備費補助

（項）施設整備費（目）高齢保健福祉施設整備助成費 ３３１億２，３９７万余円

である。

翌年度繰越は、繰越明許費３４億３，８５５万余円、主な内容は、痴呆介護情報ネットワー

ク構築事業５億７，８２２万余円、潮見老人ホーム（仮称）の建設に係る１１億７，５７３万

余円、高齢者福祉・医療の複合施設の整備等に係る８億９３６万円及び介護予防拠点整備事業

に係る８億７，５２４万余円である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 300,176.97 ｍ 292,797.88 ｍ 7,379.09 ｍ２ ２ ２

建 物 189,172.01 ｍ 191,197.55 ｍ △ 2,025.54 ｍ２ ２ ２

無 体 財 産 権 著作権 ４ 件 著作権 ３ 件 １ 件

出資による権利 100,000,000 円 100,000,000 円 0 円

２ 物 品 ９９４ 点 ９８４ 点 １０ 点

３ 債 権 102,149,388 円 170,521,286 円 △68,371,898 円

４ 基 金 5,920,850,707 円 0 円 5,920,850,707 円

福祉局（高齢者施策推進室）で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事

由は、

・土地の増加は、新砂地区特別養護老人ホーム用地 （７，３７９．０９ ｍ の取得による２）

もの

・無体財産権の増加は、百歳訪問事業リスト作成システムの開発により取得したもの

・基金の増加は、介護保険財政安定化基金の設置によるもの

である。
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衛 生 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

衛 生 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、衛生局執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書のうち、衛生局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りの

ないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、衛生局所管の計数について、次のとおり、計数の一部に誤り

が認められた。

（１）財産管理

ア 物品について

（ア）物品１点（多摩小平保健所の電話交換機１台）が登載漏れとなっている。

イ 債権について

（ア）債権６，２２４万５，０００円（看護婦二年課程定時制学生生計資金貸付金の一部）

が過少に計上されている。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計
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ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

分担金及負担金 ５７９，３０３ ５０３，３１６ ８６．９

使用料及手数料 ５，０９６，９８７ ４，７９１，０１３ ９４．０

国 庫 支 出 金 ２７，６５１，１４８ ２５，２１８，４４３ ９１．２

財 産 収 入 １８７，４６２ １５９，５８９ ８５．１

諸 収 入 ３，７４４，５４３ ５，０６４，６４６ １３５．３

計 ３７，２５９，４４３ ３５，７３７，００８ ９５．９

歳入は第６款分担金及負担金ほか４款であり、予算現額３７２億５，９４４万余円、収入済

額３５７億３，７００万余円、比較減額１５億２，２４３万余円、収入率（予算現額に対する

収入済額の比率）９５．９％である。

歳入の主な内容は、分担金及負担金（収入済額５億３３１万余円）の母子保健事業の自己負

担金等、使用料及手数料（収入済額４７億９，１０１万余円）の看護専門学校の授業料などの

各種施設の使用料等、国庫支出金（収入済額２５２億１，８４４万余円）の精神保健事業の国

庫補助金等、諸収入（収入済額５０億６，４６４万余円）の看護婦等修学資金貸与金の元利返

還金収入等である。

なお、第６款分担金及負担金（項：負担金）において、不納欠損額（１，７９２万余円）及

び収入未済額（２億７，６０６万余円）が、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、

収入未済額（３８４万余円）が、第１２款諸収入（項：貸付金元利収入）において、収入未済

額（２億３，０４５万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

衛 生 費 １４７，９０５，１９９ １３４，７７４，７３２ ９１．１

諸 支 出 金 １７３，２３０ １７０，６６５ ９８．５

計 １４８，０７８，４２９ １３４，９４５，３９７ ９１．１

歳出は 第１０款衛生費及び第１８款諸支出金の２款で１０項３０目に区分し執行しており、 、

予算現額１，４８０億７，８４２万余円、支出済額１，３４９億４，５３９万余円、不用額１

３１億３，３０３万余円、執行率９１．１％である。

主な執行内容は、

・老人保健法（昭和５７年法律第８０号）に基づく老人保健事業等

（項）健康推進費 （目）成人保健対策費 ４４億９，７１５万余円
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・児童の保護委託等に要する経費及び民間児童福祉施設の整備

（項）健康推進費 （目）児童福祉措置費 １２４億７，０９４万余円

・児童福祉施設の管理運営に要したもの

（項）健康推進費 （目）児童福祉施設費 ５９億７，１３２万余円

・医療指導及び救急医療対策等

（項）医療対策費 （目）医療対策費 ２３０億４，０６７万余円

・看護職員の養成及び定着対策等

（項）医療対策費 （目）看護事業費 ４４億６，６６９万余円

・精神障害者に対する医療費助成及び精神障害者社会復帰対策等

（項）医療福祉費 （目）精神保健福祉費 ２０２億９１９万余円

・難病医療費助成及び在宅難病患者対策等

（項）医療福祉費 （目）特殊疾病対策費 ８３億８３４万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 421,336.50 ｍ 424,260.58 ｍ △ 2,924.08 ｍ２ ２ ２

建 物 376,014.70 ｍ 374,326.40 ｍ 1,688.30 ｍ２ ２ ２

無 体 財 産 権 特許権 ３ 件 特許権 ３ 件 ０ 件

著作権 ２ 件 著作権 ２ 件 ０ 件

実用新案権 ０ 件 実用新案権 １ 件 △ １ 件

出資による権利 517,000,000 円 717,000,000 円 △ 200,000,000 円

２ 物 品 ２，８３８ 点 ２，８２２ 点 １６ 点

３ 債 権 4,447,396,340 円 4,866,112,769 円 △ 418,716,429 円

衛生局で所管している財産は上表のとおりであり、債権の管理において問題点が認められ

たので、別項のとおり意見を付す。

財産の主な増減事由は、

・土地の減少は、旧多摩小平保健所（敷地２，９２４．０８ ｍ ）の財務局への所管換えに２

よるもの

・建物の増加は、多摩小平保健所（新・旧建物の差：１，７８３．３４ｍ の増）の建て替２

えによるものなど

・無体財産権の減少は、汚物処理袋に係る実用新案権の消滅によるもの
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である。

イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位：千円）

貸付金の種類（名称） 平成１２年度末残高 滞納（収入未済）額

民間精神病院建築資金貸付金 ７７，６２６ ０

救急医療機関整備資金貸付金 ２２６，６７８ １０，１９６

看護婦二年課程定時制学生生計資金貸付金 ７，５９０ ５４，６００

民間医療機関宿舎建設資金貸付金 ２１１，４７４ ２，７５０

民間医療機関保育施設建設資金貸付金 ９，７９８ ０

医療技術短期大学修学資金貸付金 １５，０３３ ０

（注）年度末残高には、滞納（収入未済）額は含まれていない。

３ 別項意見

（１）財 産

ア 債権管理の改善に努めるべきもの

看護婦等修学資金貸与金及び看護婦二年課程定時制学生生計資金貸付金 以下 貸与金等（ 「 」

という ）の債権管理において、毎年度、年度末残高が誤ったものとなっている（平成１０。

年度：８，２０８万３，０８０円過大、平成１１年度：８億９，０６７万５３１円過少、平

成１２年度：６，２２４万５，０００円過少 。）

これは、貸与金等の債権管理を、電算システム（平成８年度開発）に基づき行うこととし

ているものの、当該電算システムを十分に活用した債権管理を行っていないなどによるもの

である。

局は 債権管理の正しい事務処理マニュアルを作成するなどの事務改善に努めるとともに、 、

電算システムを有効に活用し、債権残高の把握を適正に行われたい。
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産業労働局（労働経済局）

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）特別会計

中小企業近代化資金助成会計

農業改良資金助成会計

林業改善資金助成会計

沿岸漁業改善資金助成会計

（３）財 産

２ 実地審査場所

産 業 労 働 局

（労働経済局は、平成１３年４月１日付組織改正により産業労働局となったことから、産業労働

局で審査を行った ）。

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、労働経済局執行分について決算計数及び執行

状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手

続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書のうち、産業労働局（労働経済局）所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び

証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、労働経済局所管の計数について、次のとおり、計数の一部に

誤りが認められた。

（１）財産管理

ア 公有財産について

＜土 地＞

（ア）土地２，８３９．０７ｍ （小笠原諸島振興開発事業用地２，７６７．０７ｍ 及び八２ ２

王子市下恩方町の保健保安林整備事業用地７２.００ｍ ）が登載漏れとなっている。２
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＜山 林＞

（ア）山林（小笠原村母島字評議平ほか７筆）の面積２，７６７．０７ｍ が過大に登載さ２

れている。

＜出資による権利＞

（ ） ， （ ）ア 出資による権利７億５ ０００万円 東京中小企業投資事業有限責任組合への出資金

が登載漏れとなっている。

イ 債権について

（ア）債権９２５万円（林業生産高度化資金貸付金の一部）が計上漏れとなっている。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

分担金及負担金 １５，８７３ １７，２３０ １０８．５

使用料及手数料 １，５８８，３２３ １，２７１，８５８ ８０．１

国 庫 支 出 金 １９，８９４，３８４ １３，３２２，８０２ ６７．０

財 産 収 入 ２７５，８０２ ２５５，１３５ ９２．５

繰 入 金 １２，１５２，２２８ １０，０３１，２６５ ８２．５

諸 収 入 ２６６，２９３，８３１ ２６４，８９５，４６１ ９９．５

計 ３００，２２０，４４１ ２８９，７９３，７５３ ９６．５

歳入は第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額３，００２億２，０４４万余円、収

入済額２，８９７億９，３７５万余円、比較減額１０４億２，６６８万余円、収入率（予算現

額に対する収入済額の比率）９６．５％である。

歳入の主な内容は、国庫支出金（収入済額１３３億２，２８０万余円）の職業能力開発費等

の国庫負担金及び中小企業振興費等の国庫補助金、繰入金（１００億３，１２６万余円）の緊

急地域雇用特別基金繰入金等、諸収入（２，６４８億９，５４６万余円）の中小企業融資資金

の貸付金元利収入等である。

なお、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、収入未済額（８万余円）が、第９款

財産収入（項：財産運用収入）において、収入未済額（４０万余円）が、第１２款諸収入（項

：貸付金元利収入及び雑入）において、不納欠損額（２９１万余円）及び収入未済額（１０億

６、３３３万余円）が生じている。
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イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

労 働 経 済 費 ３６２，１５８，６１８ ３４３，３０５，０８４ ９４．８

諸 支 出 金 ５４，２７２ ５３，７１７ ９９．０

計 ３６２，２１２，８９０ ３４３，３５８，８０１ ９４．８

歳出は 第８款労働経済費及び第１８款諸支出金の２款で６項２０目に区分し執行しており、 、

予算現額３，６２２億１，２８９万円、支出済額３，４３３億５，８８０万余円、翌年度繰

越額５０億５，５０５万余円、不用額１３７億９，９０３万余円、執行率９４．８％である。

主な執行内容は、

・非自発的離職者等に対して臨時応急的な雇用の場の確保を図るための緊急雇用対策等

（項）労働費 （目）就業促進費 ８１億２，４５２万余円

・技術専門校における公共職業訓練事業等

（項）労働費 （目）職業能力開発費 ８４億５，６７０万余円

・中小企業に対する商工会等による経営相談指導等

（項）商工業振興費 （目）経営基盤整備費 ９９億５，４０２万余円

・中小企業の金融円滑化を図るための制度融資等

（項）商工業振興費 （目）金融事業費 ２，７０７億４，４６４万余円

・農道、灌漑施設等の土地基盤整備等の農業基盤整備等

（項）農林水産費 （目）農業費 ３３億２，５５４万余円

である。

翌年度繰越は、繰越明許費４９億６，９３５万余円、事故繰越８，５７０万余円で、繰越明

許費の主な内容は、農林災害復旧費４７億５，８４９万余円である。

（２）中小企業近代化資金助成会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

事 業 収 入 １１，９１８，７００ １０，２１５，７２７ ８５．７

国 庫 支 出 金 ４７，０００ ０ ０

繰 入 金 １，３４７，０００ ６５９，７０５ ４９．０

諸 収 入 ５，２００ ２，３０５ ４４．３

都 債 ４，３７８，０００ ２，９２０，６７０ ６６．７

繰 越 金 ５０，１００ ４，２５７，１１４ -

計 １７，７４６，０００ １８，０５５，５２３ １０１．７
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歳入は、第１款事業収入ほか５款であり、予算現額１７７億４，６００万円、収入済額１８

０億５，５５２万余円、比較増額３億９５２万余円、収入率１０１．７％となっている。

歳入の主な内容は、第１款事業収入の貸付金元利収入の設備近代化資金及び設備貸与資金貸

付金の返還金（２３億３，２６２万余円）並びに高度化資金貸付金の返還金（７８億７，９３

９万余円 、第５款都債の中小企業総合事業団からの借入金収入（２９億２，０６７万余円 、） ）

第６款繰越金収入（４２億５，７１１万余円）である。

なお、第１款事業収入（項：貸付金元利収入及び契約違約金）において、収入未済額（９億

７，４０６万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

助 成 費 １７，７４６，０００ １３，３２４，８２５ ７５．１

歳出は 第１款助成費で１項３目に区分し執行しており 予算現額１７７億４ ６００万円、 、 ， 、

支出済額１３３億２，４８２万余円、不用額４４億２，１１７万余円、執行率７５．１％であ

る。

主な執行内容は、

・中小企業近代化資金等助成法に基づく設備近代化資金及び設備貸与資金の貸付け

（項）助成費 （目）設備近代化資金貸付費 １９億６，７４６万余円

・中小企業総合事業団法に基づく各種高度化資金の貸付け

（項）助成費 （目）高度化資金貸付費 ５７億２，５５８万余円

・中小企業総合事業団法に基づく中小企業総合事業団からの借入金返済

（項）助成費 （目）公債費会計繰出金 ５６億３，１７７万余円

である。

（３）農業改良資金助成会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

事 業 収 入 １００，２９２ ９９，２５７ ９９．０

繰 入 金 ３１，７０５ ６，３２５ １９．９

諸 収 入 １ ６７ －

都 債 ５３，０００ ６，０００ １１．３

繰 越 金 ２ ４７０ －

計 １８５，０００ １１２，１２０ ６０．６
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歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額１億８，５００万円、収入済額１億１，

２１２万余円、比較減額７，２８７万余円、収入率６０．６％となっている。

歳入の主なものは 第１款事業収入の生産方式改善資金貸付金の返還金 ６ ４３８万余円、 （ ， ）

及び青年農業者等育成確保資金貸付金の返還金（３，１８６万余円）である。第２款繰入金及

び第４款都債の収入率が低調となった理由は、貸付実績の減に伴う一般会計からの繰入金及び

農業改良資金助成法に基づく国庫（農業改良資金政府貸付金）からの借入金の減によるもので

ある。

なお、第１款事業収入（項：貸付金元金収入）において、収入未済額（５８８万余円）が生

じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

助 成 費 １８５，０００ １０４，１０７ ５６．３

歳出は、第１款助成費で１項２目に区分し執行しており、予算現額１億８，５００万円、支

出済額１億４１０万余円、不用額８，０８９万余円、執行率５６．３％となっており、執行率

が低調となった主な理由は、生産方式改善資金等の貸付実績減によるものである。

執行内容は、

・農業改良資金助成法に基づく農業改良資金の貸付け

（項）助成費 （目）貸付費 ７，３４８万余円

・国庫（農業改良資金政府貸付金）からの借入金返還

（項）助成費 （目）公債費会計繰出金 ３，０６２万円

である。

（４）林業改善資金助成会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

事 業 収 入 １８，１７８ １５，５９１ ８５．８

国 庫 支 出 金 ２，０００ ８００ ４０．０

繰 入 金 １，９９７ ７７１ ３８．６

諸 収 入 １ ３９ -

繰 越 金 １５，８２４ ５８，３５９ ３６８．８

計 ３８，０００ ７５，５６１ １９８．８

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額３，８００万円、収入済額７，５５６万
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余円、比較増額３，７５６万余円、収入率１９８．８％となっている。

歳入の主なものは、第１款事業収入の林業生産高度化資金貸付金及び林業労働福祉施設資金

貸付金の返還金収入（１，５５９万余円）である。

なお、第１款事業収入（項：貸付金元金収入及び契約違約金）において、収入未済額（６６

８万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

助 成 費 ３８，０００ １４，４６１ ３８．１

歳出は、第１款助成費の１項１目で執行しており、予算現額３，８００万円、支出済額１，

４４６万余円、不用額２，３５３万余円、執行率３８．１％となっており、執行率が低調とな

った主な理由は、林業生産高度化資金等の貸付実績減によるものである。

主な執行内容は、

・林業生産高度化資金の貸付け等 （項）助成費 （目）貸付費 １，４４６万余円

である。

（５）沿岸漁業改善資金助成会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

事 業 収 入 ３７，０４０ ３８，７０９ １０４．５

国 庫 支 出 金 ８，６４０ ０ ０

繰 入 金 ５，３１８ ８１５ １５．３

諸 収 入 １ ４８ －

繰 越 金 １ １２，９３５ －

計 ５１，０００ ５２，５０８ １０３．０

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額５，１００万円、収入済額５，２５０万

余円、比較増額１５０万余円、収入率１０３．０％である。

歳入の主なものは、第１款事業収入の経営等改善資金貸付金の返還金収入（３，０３４万余

円）である。
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イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

助 成 費 ５１，０００ ４０，０２９ ７８．５

歳出は、第１款助成費の１項１目で執行しており、予算現額５，１００万円、支出済額４，

００２万余円、不用額１，０９７万余円、執行率７８．５％である。

主な執行内容は、

・経営等改善資金の貸付け （項）助成費 （目）貸付費 ４，００２万余円

である。
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２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 9,520,766.48 ｍ 8,122,358.18 ｍ 1,398,408.30 ｍ２ ２ ２

建 物 561,600.74 ｍ 563,114.82 ｍ △ 1,514.08 ｍ２ ２ ２

山林 面 積 23,053,534.76 ｍ 21,681,940.22 ｍ 1,371,594.54 ｍ（ ） ２ ２ ２

（ ）立 木 383,520.00 ｍ 351,113.00 ｍ 32,407.00 ｍ３ ３ ３

動産 船 舶 ４隻(263.48総トン） ４隻(263.48総トン ０隻(0.00総トン（ ） ） ）

（ ）浮 標 ５ 個 ５ 個 ０ 個

物権 地 上 権 16,048,146.00 ｍ 16,058,846.00 ｍ △ 10,700.00 ｍ（ ） ２ ２ ２

無体財産権 特許権 ３１ 件 特許権 ２４ 件 ７ 件

著作権 ３ 件 著作権 ２ 件 １ 件

商標権 １０ 件 商標権 １０ 件 ０ 件

実用新案権 ３ 件 実用新案権 ４ 件 △ １ 件

その他これらに準ずる権利（特許権） その他これらに準ずる権利（特許権）

５０ 件 ５ 件 ４５ 件

その他これらに準ずる権利（種苗） その他これらに準ずる権利（種苗）

１ 件 ０ 件 １ 件

有 価 証 券 株券 株券

7,187,000,000 円 7,187,000,000 円 0 円

出資による権利 59,672,386,000 円 32,472,337,000 円 27,200,049,000 円

２ 物 品 ３，３３７ 点 ３，４０９ 点 △ ７２ 点

３ 債 権 601,631,576,459 円 622,989,553,312 円 △21,357,976,853円

４ 基 金 56,840,836,041 円 60,291,938,831 円 △ 3,451,102,790円

（注）山林の面積は、土地及び地上権の面積に含まれている。

産業労働局（労働経済局）で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・土地の増加は、保健保安林整備事業用地（１３７万９，４５５．４７ｍ ）の取得による２

もの

・出資による権利の増加は 東京信用保証協会出えん金の増加 ２７４億５ ４６３万余円、 （ ， ）

によるもの

・債権の減少は、東京信用保証協会貸付金の減少（９４億８，４００万円）によるもの

・基金の減少は、緊急地域雇用特別基金の減少（２７億５，２９９万余円）によるもの

である。



- -56

イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位：千円）

貸付金の種類（名称） 平成１２年度末残高 滞納（収入未済）額

同和産業振興資金貸付金 ３，９５６，０００ ０

東京信用保証協会貸付金 ５１９，３２１，０００ ０

信用組合育成資金強化貸付金 １０，０００，０００ ０

東京都工場アパート建設支援貸付金 １，２８３，１１１ ０

就農支援資金貸付金 ５７，６２６ ０

（財）東京都農林水産振興財団貸付金 １，１３３，３２５ ０

東京国際見本市会場返還整備資金貸付金 ４８０，０００ ０

家内労働者貸付金 ５５，０００ ０

信用保証協会保証力強化貸付金 ５，０００，０００ ０

設備近代化資金貸付金 ２，６１５，７８８ ８５８，３２９

設備導入資金貸付金 １，２００，０００ ０

設備貸与資金貸付金 ４，１３６，５８９ ０

高度化資金貸付金（Ａ方式） ４６，１５８，５３１ ０

高度化資金貸付金（Ｂ方式） ６４０，２８８ １０８，３００

林業生産高度化資金貸付金 ２６，２０１ ６，６２０

林業就業促進資金貸付金 ４，２００ ０

林業労働福祉施設資金貸付金 ７，７２５ ０

経営等改善資金貸付金 １０４，８１１ ０

生産方式改善資金貸付金 １９１，０９４ ４，６００

青年農業者等育成確保資金貸付金 ２６６，３０６ １，２８５

中小商業活性化基金貸付金 １，４００，０００ ０

青年漁業者等養成確保資金貸付金 ８２，６９７ ０

特定地域新部門導入資金貸付金 ７２，８０３ ０

中心市街地商業活性化基金貸付金 １，０００，０００ ０

繊維産地活性化基金貸付金 １，０００，０００ ０

三宅島噴火等利子補給基金貸付金 １，０００，０００ ０
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中 央 卸 売 市 場

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）特別会計

と場会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

中央卸売市場

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、中央卸売市場執行分について決算計数及び執

行状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査

手続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書のうち、中央卸売市場所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、

誤りのないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、中央卸売市場所管の計数について、次のとおり、計数の一部

に誤りが認められた。

（１）財産管理

ア 公有財産について

＜建 物＞

（ア）建物８０ｍ （食肉市場の汚物溜上屋）が過大に登載されている。２

（イ）建物４４５ｍ （食肉市場のリサイクル棟）が登載漏れとなっている。２
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第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）と場会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

使用料及手数料 ９９２，２８０ ８５０，８４７ ８５．７

国 庫 支 出 金 １４１，５６８ １３６，５６０ ９６．５

繰 入 金 ４，２５２，０００ ４，０５０，３８５ ９５．３

諸 収 入 １９８，１５１ １９７，１４５ ９９．５

都 債 ７０１，０００ ６７９，０００ ９６．９

繰 越 金 ５９，０１１ ５９，０１０ １００．０

計 ６，３４４，０１０ ５，９７２，９４８ ９４．２

歳入は、第１款使用料及手数料ほか５款であり、予算現額６３億４，４０１万円、収入済額

５９億７，２９４万余円、比較減額３億７，１０６万余円、収入率９４．２％である。

歳入の主な内容は、第１款使用料及手数料のと畜解体事業に係ると畜使用料（８億５，０１

８万余円 、第３款繰入金の一般会計からの繰入金（４０億５，０３８万余円）である。）

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

と 場 事 業 費 ６，３４４，０１０ ５，９７２，９４８ ９４．２

歳出は、第１款と場事業費で１項４目に区分し執行しており、予算現額６３億４，４０１万

円、支出済額５９億７，２９４万余円、不用額は３億７，１０６万余円、執行率９４．２％で

ある。

主な執行内容は、

・と場事業の管理運営に要したもの

（項）と場事業費（目）管理費 ２３億１，２９１万余円

・と場施設の維持管理及びと畜解体作業に要したもの

（項）と場事業費（目）運営費 １５億８，２１３万余円

・と場施設の施設整備に要したもの

（項）と場事業費（目）施設整備費 １３憶６，４０９万余円

である。
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２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

建 物 20,803.85 ｍ 20,803.85 ｍ ０ ｍ２ ２ ２

２ 物 品 １２８ 点 １２７ 点 １ 点
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住 宅 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）特別会計

都営住宅等保証金会計

（３）財 産

２ 実地審査場所

住 宅 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、住宅局執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書のうち、住宅局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び

証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 （千円） 収入率 ％（ ）

分担金及負担金 １４９，７８０ １６２，８４２ １０８．７

使用料及手数料 ７８，８５６，１６２ ８０，４９１，８３４ １０２．１

国 庫 支 出 金 ８９，７４７，７７９ ６７，６６６，９５８ ７５．４

財 産 収 入 １，２６１，４５６ ８，７１６，５１１ ６９１．０

繰 入 金 ２，８０４，０００ ２，８０４，０００ １００

諸 収 入 ６，１５９，３８１ ５，８４４，４９４ ９４．９

計 １７８，９７８，５５８ １６５，６８６，６４１ ９２．６
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歳入は第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額１，７８９億７，８５５万余円、収

入済額１，６５６億８，６６４万余円、比較減額１３２億９，１９１万余円、収入率（予算現

額に対する収入済額の比率）９２．６％である。

歳入の主な内容は、使用料及手数料（収入済額８０４億９，１８３万余円）の都営住宅使用

料収入等、国庫支出金（収入済額６７６億６，６９５万余円）の公営住宅建設事業等の国庫負

担金及び家賃対策補助等の国庫補助金、財産収入（収入済額８７億１，６５１万余円）の不用

土地の積極的売却を図った不動産売払収入等、諸収入（収入済額５８億４，４４９万余円）の

東京都住宅供給公社からの貸付金返還金収入等である。

なお、第７款使用料及手数料（項：住宅使用料）において、不納欠損額（２億７，７８９万

余円）及び収入未済額（５５億６，９８６万余円）が、第１２款諸収入（項：住宅費貸付金元

利収入等）において、不納欠損額（２３５万余円）及び収入未済額（２億９，１５６万余円）

が生じている。

イ 歳 出

科目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

住 宅 費 ２７４，５９４，０００ ２１１，２２７，５９３ ７６．９

諸支出金 ２，５６６，０１２ ２，５６５，７１１ １００．０

計 ２７７，１６０，０１２ ２１３，７９３，３０４ ７７．１

歳出は、第９款住宅費及び第１８款諸支出金の２款で７項２２目に区分し執行しており、予

算現額２，７７１億６，００１万余円、支出済額２，１３７億９，３３０万余円、翌年度繰越

額４７３億６００万円、不用額１６０億６，０７０万余円、執行率７７．１％である。

主な執行内容は、

・都営住宅等の営繕その他に要する委託経費

（項）住宅管理費 （目）東京都住宅供給公社委託費 ３８４億６，８９５万余円

・都民住宅の供給助成に要する経費

（項）住宅助成費 （目）都民住宅供給助成費 ３１０億６，１２０万余円

・東京都住宅供給公社の賃貸住宅建設事業等に要する経費

（項）住宅助成費 （目）東京都住宅供給公社助成費 １８３億９，４２４万余円

・公営住宅建設等に要する経費

（項）住宅建設費 （目）公営住宅建設費 ８４６億１６０万余円

である。

翌年度繰越は、繰越明許費４７３億６００万余円で、主な内容は、都営住宅等の営繕等に要

する委託経費８７億３，０００万円、公営住宅建設等に要する経費３４３億５，６００万余円

及び都民住宅建設に要する経費２７億１，５００万余円である。
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（２）都営住宅等保証金会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

保証金収入 １，０２４，０００ ９０１，９９９ ８８．１

繰 入 金 ２，５６５，０００ ２，５６４，７００ １００．０

諸 収 入 ２，０００ １，７１８ ８５．９

繰 越 金 ４８１，０００ ８７０，９８０ １８１．１

計 ４，０７２，０００ ４，３３９，３９７ １０６．６

歳入は、第１款保証金収入ほか３款であり、予算現額４０億７，２００万円、収入済額４３

億３，９３９万余円、比較増額２億６，７３９万余円、収入率１０６．６％である。

歳入の主な内容は、第１款保証金収入の都営住宅保証金（７億５，０２８万余円 、第２款）

繰入金の一般会計からの地域開発整備資金返還金繰入金（２２億４，０００万円）である。

イ 歳 出

科目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

返 還 金 ６８１，０００ ４９４，９７０ ７２．７

繰 出 金 ２，８０４，０００ ２，８０４，０００ １００

計 ３，４８５，０００ ３，２９８，９７０ ９４．７

歳出は、第１款返還金及び第２款繰出金の２款で２項４目に区分し執行しており、予算現額

３４億８，５００万円、支出済額３２億９，８９７万余円、不用額は１億８，６０２万余円、

執行率９４．７％である。

主な執行内容は、

・都営住宅退去者に対する保証金返還

（項）住宅保証金返還金 （目）都営住宅保証金返還金 ４億３，２２５万余円

・都営住宅団地に要する経費として一般会計へ貸付

（項）繰出金 （目）一般会計繰出金 ２８億４００万円

である。
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２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 19,225,210.91 ｍ 19,327,919.71 ｍ △ 102,708.80 ｍ２ ２ ２

建 物 17,182,232.40 ｍ 16,867,475.54 ｍ 314,756.86 ｍ２ ２ ２

物権 地 役 権 456.10 ｍ 456.10 ｍ 0 ｍ（ ） ２ ２ ２

無 体 財 産 権 著作権 1 件 2 件 △ 1 件

出資による権利 175,000,000 円 175,000,000 円 0 円

不動産信託の受益権 1 件 1 件 0 件

２ 物 品 14 点 14 点 0 円

３ 債 権 382,208,356,116 円 368,609,287,002 円 13,599,069,114 円

住宅局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・土地の減少は、塩浜一丁目第３アパート（江東区、敷地５，５８６．６２ｍ ）の区移管に２

よるもの

・建物の増加は、長房アパート（八王子市、３万８，０８７．７５ｍ ）の建て替え完了によ２

るもの

・無体財産（著作権）の減少は、都営住宅工事内訳書管理システム廃止によるもの

・債権の増加は、東京都住宅供給公社貸付金の増加によるもの

である。

イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位：千円）

貸付金の種類（名称） 平成１２年度末残高 滞納(収入未済)額

公社都民住宅供給助成事業貸付金 １７９，２９５，７５３ ０

東 京 都 住 宅 供 給 公 社 貸 付

及 補 助 事 業 貸 付 金 ２０１，３５８，１０４ ０

住 宅 資 金 貸 付 金 １，２８３，６０８ ２１７，６５８

改 良 住 宅 等 移 転 資 金 貸 付 金 ４０，４６９ ２０，１４６
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多摩都市整備本部

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）特別会計

新住宅市街地開発事業会計

相原小山開発事業会計

（３）財 産

２ 実地審査場所

多摩都市整備本部

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、多摩都市整備本部（以下 「本部」という ）、 。

執行分について決算計数及び執行状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類と

の照合その他必要と認める審査手続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書のうち、本部所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結

果、誤りのないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、本部所管の計数について、次のとおり、計数の一部に誤りが

認められた。

（１）財産管理

ア 公有財産について

＜建 物＞

（ア）建物７万９，８５１．５７ｍ （東京スタジアム多目的競技場７万８，４８２．０２２

ｍ ｍ ）が登載漏れとなっている。２ ２及び同商業施設１，３６９．５５

イ 債権について

（ア）債権１３５万２，９３５円（区画整理移転資金貸付金の一部１２万３，２１５円、清

算金の一部１２２万９，７２０円）が過大に計上されている。

（イ）債権４，２０２万５，２８２円（建物売払代金の一部）が計上漏れとなっている。
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第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

分担金及負担金 ３７２，８７５ ３６６，３７９ ９８．３

使用料及手数料 １，５２７ １，７９０ １１７．２

国 庫 支 出 金 ５，３４１，１７１ ４，８６８，４８６ ９１．２

財 産 収 入 ２，９７９，４６２ ２，２２１，１７５ ７４．５

繰 入 金 ４，５８５，３９０ ４，５１９，９９０ ９８．６

諸 収 入 ４０７，０９０ ３５２，６８５ ８６．６

計 １３，６８７，５１５ １２，３３０，５０７ ９０．１

歳入は第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額１３６億８，７５１万余円、収入済

額１２３億３，０５０万余円、比較減額１３億５，７００万余円、収入率（予算現額に対する

収入済額の比率）９０．１％である。

歳入の主な内容は、国庫支出金（収入済額４８億６，８４８万余円）の街路・流域下水道・

公園等整備の国庫負担金及び国庫補助金、財産収入（収入済額２２億２，１１７万余円）の土

地区画整理事業に伴う保留地売払代金等、繰入金（収入済額４５億１，９９９万余円）の街路

・流域下水道・公園整備に対する新住宅市街地開発事業会計からの繰入金である。

なお、第１２款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（３，５９２万余円）が生じてい

る。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

住 宅 費 ２４，５２１，８４７ ２３，６２８，０９３ ９６．４

諸 支 出 金 １，８２６，１００ １，７１５，５４９ ９３．９

計 ２６，３４７，９４７ ２５，３４３，６４３ ９６．２

歳出は、第９款住宅費及び第１８款諸支出金の２款で３項５目に区分し執行しており、予算

現額２６３億４，７９４万余円、支出済額２５３億４，３６４万余円、翌年度繰越額４億４，

６７９万余円、不用額５億５，７５０万余円、執行率９６．２％である。

住宅費の主な執行内容は、

・義務教育施設整備の補助等

（項）新都市開発事業費 （目）管理費 ６０億９，３８２万余円
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・小山内裏公園の整備等

（項）新都市開発事業費 （目）新都市開発関連公共事業費 １３９億９，３０２万余円

・西国分寺地区土地区画整理事業等

（項）新都市開発事業費 （目）土地区画整理事業費 ３５億４，１２４万余円

諸支出金の主な執行内容は、

・再生水利用事業中止に伴う国庫支出金の返納金

（項）諸費 （目）国庫支出金返納金 １０億１，９６５万円

である。

翌年度繰越は 繰越明許費４億４ ６７９万余円で 主な内容は 街路の整備に係る４億２、 ， 、 、 ，

６１２万余円及び土地区画整理事業等に係る２，０６７万余円である。

（２）新住宅市街地開発事業会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

分担金及負担金 ７９７，２５５ ８１７，６３８ １０２．６

使用料及手数料 ２，９９８，４７６ ３，０４４，１０６ １０１．５

国 庫 支 出 金 ２２４，０７２ ２２９，０００ １０２．２

財 産 収 入 １９，０７３，８６６ １７，７２３，９７０ ９２．９

繰 入 金 ３８０，４６５ ４５６，２２９ １１９．９

諸 収 入 ４，１０３，０６５ ５３３，７９１ １３．０

都 債 １１，２２０，８００ ８，２６４，３５４ ７３．７

繰 越 金 １３７，４０１ ３，２４９，３４２ －

計 ３８，９３５，４００ ３４，３１８，４３２ ８８．１

歳入は、第１款分担金及負担金ほか７款であり、予算現額３８９億３，５４０万円、収入済

額３４３億１，８４３万余円、比較減額４６億１，６９６万余円、収入率８８．１％である。

歳入の主な内容は 第４款財産収入の造成宅地の土地売払収入 １５７億４ ５４２万余円、 （ ， ）、

第７款都債の新住宅市街地開発事業に対する都債（８２億６，４３５万余円）である。

なお、第２款使用料及手数料（項：使用料）において、不納欠損額（１３２万余円）及び収

入未済額（２億３，６２０万余円）が、第６款諸収入（項：貸付金元利収入及び雑入）におい

て、収入未済額（３５億９，４１９万余円）が生じている。
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イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

新住宅市街地開発費 ３８，９３５，４００ ３３，８６６，６０３ ８７．０

歳出は 第１款新住宅市街地開発費で１項５目に区分し執行しており 予算現額３８９億３、 、 ，

５４０万円、支出済額３３８億６，６６０万余円、翌年度繰越額７，５９６万余円、不用額は

４９億９，２８３万余円、執行率８７．０％である。

主な執行内容は、

・宅地造成事業及び公園緑地造成事業

（項）新住宅市街地開発費 （目）宅地造成費 ２９億４，４９９万余円

・関連公共施設等の施行者負担金等

（項）新住宅市街地開発費 （目）公共施設整備費 ６１億７，６５６万余円

・流域下水道及び公共下水道の経営

（項）新住宅市街地開発費 （目）下水道経営費 ３７億４，８３０万余円

・新住宅市街地開発債の元利償還等

（項）新住宅市街地開発費 （目）公債費会計繰出金 １８９億７，６９６万余円

である。

翌年度繰越は 繰越明許費７ ５９６万余円で 主な内容は 街路の整備に係るものである、 ， 、 、 。

（３）相原小山開発事業会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

分担金及負担金 １１，７００ ６９１ ５．９

使用料及手数料 ２６５ １，２５８ ４７４．７

国 庫 支 出 金 ４１６，０１６ ４０１，６６５ ９６．６

財 産 収 入 ８，７９４，０２１ ６，９７８，１３４ ７９．４

繰 入 金 ４００，０００ ４９２，２９２ １２３．１

諸 収 入 ９，０１３ ３５，６７７ ３９５．８

都 債 ２，０９０，７１４ １，９７５，３２２ ９４．５

繰 越 金 １６，０１７ １９８，７６８ －

計 １１，７３７，７４６ １０，０８３，８０９ ８５．９

歳入は、第１款分担金及負担金ほか７款であり、予算現額１１７億３，７７４万余円、収入

済額１００億８ ３８０万余円 比較減額１６億５ ３９３万余円 収入率８５ ９％である， 、 ， 、 ． 。

歳入の主なものは 第４款財産収入の土地区画整理事業に伴う保留地等の売却による収入 ６、 （
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９億７，８１３万余円 、第７款都債の相原小山開発事業に対する都債の収入（１９億７，５）

３２万余円）である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

相原小山開発費 １１，７３７，７４６ １０，０４０，８８７ ８５．５

歳出は、第１款相原小山開発費で１項２目に区分し執行しており、予算現額１１７億３，７

７４万余円、支出済額１００億４，０８８万余円、翌年度繰越額４，２００万円、不用額は１

６億５，４８５万余円、執行率８５．５％である。

主な執行内容は、

・相原小山地区の土地区画整理事業

（項）相原小山開発費 （目）開発整備費 ９６億８，１６７万余円

である。

翌年度繰越は、繰越明許費４，２００万円で、その内容は街路の整備に係るものである。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 1,987,192.37 ｍ 2,397,911.03 ｍ △ 410,718.66 ｍ２ ２ ２

建 物 35,034.23 ｍ 35,034.23 ｍ 0 ｍ２ ２ ２

物権 地 上 権 4,976.41 ｍ 4,976.41 ｍ 0 ｍ（ ） ２ ２ ２

有 価 証 券 株券4,517,000,000円 株券4,517,000,000円 0 円

２ 物 品 １２２ 点 １４３ 点 △２１ 点

３ 債 権 19,756,509,490 円 21,362,484,612 円 △1,605,975,122 円

本部で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・土地の減少は土地売払（２２万７，６３７．４４ｍ ）等によるもの２

・債権の減少は、建物売払代金（１３億７，８１６万８，０７８円）分割償還等によるもの

である。
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イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位：千円）

貸付金の種類（名称） 平成１２年度末残高 滞納(収入未済)額

住宅建設対策貸付金 ８３，２００ ０

街路整備移転資金貸付金 ３，２２７ ０

区画整理移転資金貸付金( ) ６０，２５２ ０一般会計分

同 上 ( ) ２５５ ０相原小山開発事業会計分

ウ 株式会社多摩ニュータウン開発センターに対する債権額

平成１３年３月３０日に民事再生手続の開始申立てがなされた株式会社多摩ニュータウン

開発センターに対する平成１２年度末の債権額は、次のとおりである。

種 別 金 額（千円） 備 考

貸付金 ３，５００，０００ 収入未済額

貸付金利子 ９４，１４０ 〃

土地売払収入 ７，０５７，６９７ 債権残高

建物売払収入 ３６３，７５４ 〃

（注）債権残高は、前ページ「ア財産３債権」に含まれる。
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建 設 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）特別会計

市街地再開発事業会計

臨海都市基盤整備事業会計

（３）財 産

２ 実地審査場所

建 設 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、建設局執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書のうち、建設局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した

結果、誤りのないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、建設局所管の計数について、次のとおり、計数の一部に誤り

が認められた。

（１）財産管理

ア 公有財産について

＜土 地＞

（ア）土地１，５３２．６３ｍ （事業用代替地、足立区扇１丁目ほか８筆）が登載漏れと２

なっている。
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第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

分担金及負担金 １７，３７７，７３７ １４，７６０，３９８ ８４．９

使用料及手数料 ２０，３３６，６９３ １９，９１３，５３１ ９７．９

国 庫 支 出 金 ８７，９１２，９９１ ７６，３３６，９４７ ８６．８

財 産 収 入 ７０，７０６，６５２ ６７，４９１，６１９ ９５．５

繰 入 金 ３，９４４，８９０ ２，７２９，８９３ ６９．２

諸 収 入 ５，４２５，０７３ ８，８６１，４８２ １６３．３

計 ２０５，７０４，０３６ １９０，０９３，８７３ ９２．４

歳入は第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額２，０５７億４０３万余円、収入済

額１，９００億９，３８７万余円、比較減額１５６億１，０１６万余円、収入率（予算現額に

対する収入済額の比率）９２．４％である。

歳入の主な内容は、分担金及負担金（収入済額１４７億６，０３９万余円）の街路整備事業

における地元区市負担金等、使用料及手数料（収入済額１９９億１，３５３万余円）の道路・

河川・公園などの占用料等、国庫支出金 （収入済額７６３億３，６９４万余円）の道路・河

川等の国庫負担金及び国庫補助金、財産収入（収入済額６７４億９，１６１万余円）の区画整

理事業における保留地売却収入等である。

なお、使用料及手数料（項：土木使用料）において、不納欠損額（１，２２２万余円）及び

収入未済額（２億６，２５９万余円）が、諸収入（項：貸付金元利収入、雑入）において、不

納欠損額（１８万余円）及び収入未済額（１９億９，６３７万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

土 木 費 ５２７，３６９，９８０ ４８１，８０６，４６５ ９１．４

諸 支 出 金 １，２３８ １，２３６ ９９．８

計 ５２７，３７１，２１８ ４８１，８０７，７０１ ９１．４

歳出は、第１１款土木費及び第１９款諸支出金の２款で６項４５目に区分し執行しており、

予算現額５，２７３億７，１２１万余円、支出済額４，８１８億７７０万余円、翌年度繰越額

２９０億７，４１４万円、不用額１６４億８，９３７万余円、執行率９１．４％である。
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主な執行内容は、

・環状七号線等の路面補修及び街路樹等の整備

（項）道路橋梁費（目）道路補修費 １７４億７，２７０万余円

・八王子あきるの線等の道路整備

（項）道路橋梁費（目）道路整備費 １８０億３，１８２万余円

・放射９号線、鉄道の連続立体交差等の都市計画街路の整備

（項）道路橋梁費（目）街路整備費 １，３３７億１，８０８万余円

・大師橋等の橋梁の整備

（項）道路橋梁費（目）橋梁整備費 １７０億５，７２２万余円

・国が直轄施行する道路事業等への負担金

（項）道路橋梁費（目）直轄事業負担金 ３２８億３，９０９万余円

・神田川等の河川の改修

（項）河川海岸費（目）中小河川整備費 ２３２億８，４８６万余円

・毛長川等の高潮防御施設、江東内部河川及び足立区新田地区スーパー堤防の整備等

（項）河川海岸費（目）高潮防御施設費 １２１億９，０８９万余円

・国が直轄施行する河川事業等への負担金

（項）河川海岸費（目）直轄事業負担金 １６３億８，９９２万余円

・城北中央公園の整備等公園緑地の造成

（項）公園霊園費（目）公園整備費 ２４９億４，４３３万余円

・汐留地区等土地区画整理事業

（項）都市改造費（目）区画整理費 ４５１億２，６７９万余円

である。

翌年度繰越は、繰越明許費２８３億２，７７７万余円、事故繰越７億４，６３６万余円で、

繰越明許費の主な内容は、都市計画街路の整備に係る１２４億７，６０３万余円、河川災害復

旧事業に係る６４億７，４８７万余円及び土地区画整理事業に係る２１億８，４８９万余円で

ある。
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（２）市街地再開発事業会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

分担金及負担金 ３，８９２，３６１ ３，８１８，４６１ ９８．１

使用料及手数料 ９７，０２９ ８３，６６９ ８６．２

財 産 収 入 ７，９９９，０４８ ９，６２７，０４８ １２０．４

繰 入 金 ２２，９０５，５７５ ２１，５００，５８０ ９３．９

諸 収 入 １９０，２４６ ３６０，８６８ １８９．７

都 債 ２０，８１８，０００ １６，１６１，０９１ ７７．６

繰 越 金 ８９１，９２５ １，８７７，６４４ ２１０．５

計 ５６，７９４，１８４ ５３，４２９，３６３ ９４．１

歳入は、第１款分担金及負担金ほか６款であり、予算現額５６７億９，４１８万余円、収入

済額５３４億２ ９３６万余円 比較減額３３億６ ４８２万余円 収入率９４ １％である， 、 ， 、 ． 。

歳入の主な内容は、財産収入（収入済額９６億２，７０４万余円）の再開発地区土地及び保

留床の売却代金、繰入金の一般会計からの市街地再開発事業繰入金（２１５億５８万円）であ

る。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

市街地再開発事業費 ５６，７９４，１８４ ５２，４１６，７８１ ９２．３

歳出は 第１款市街地再開発事業費で１項３目に区分し執行しており 予算現額５６７億９、 、 ，

４１８万余円、支出済額５２４億１，６７８万余円、翌年度繰越額６億３，００６万余円、不

用額は３７億４，７３３万余円、執行率９２．３％である。

主な執行内容は、

・白鬚西地区等の市街地再開発事業

（項）市街地再開発事業費（目）再開発費 ３０４億５，７９９万余円

・市街地再開発事業に係る都債償還

（項）市街地再開発事業費（目）公債費会計繰出金 １９８億８２４万余円

である。

翌年度繰越は、繰越明許費６億２，３７３万余円、事故繰越６３２万余円で、繰越明許費の

主な内容は、市街地再開発事業街路整備に係る３億４，５７０万余円及び移転補償に係る２億

７，８０３万余円である。
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（３）臨海都市基盤整備事業会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 収 入 済 額（千円） 収入率（％）

使用料及手数料 ２ ０ ０

繰 入 金 ２，４８１，９９５ １，２４５，８７４ ５０．２

諸 収 入 ２ １，２３０ －

都 債 ３，４１３，０００ ２，８２３，７５８ ８２．７

繰 越 金 １ ０ ０．０

計 ５，８９５，０００ ４，０７０，８６３ ６９．１

歳入は、第１款使用料及手数料ほか４款であり、予算現額５８億９，５００万円、収入済額

４０億７，０８６万余円、比較減額１８億２，４１３万余円、収入率６９．１％である。

歳入の主なものは、臨海副都心開発事業会計等からの繰入金（１２億４，５８７万余円 、）

事業に充当する都債（２８億２，３７５万余円）である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

臨海都市基盤整備費 ５，８９５，０００ ３，７６８，０６６ ６３．９

歳出は、第１款臨海都市基盤整備費で１項３目に区分し執行しており、予算現額５８億９，

５００万円、支出済額３７億６，８０６万余円、翌年度繰越金３億９，１０１万余円、不用額

は１７億３，５９１万余円、執行率６３．９％である。

主な執行内容は、

・有明北地区等の臨海都市基盤整備事業に要した経費

（項）臨海都市基盤整備費 （目）開発費 ３５億７，３２７万余円

である。

翌年度繰越は、繰越明許費３億９，１０１万余円で、主な内容は、豊洲地区地下構造物の撤

去費及び有明北地区移転補償費である。
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２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 26,349,112.41ｍ 26,284,368.35ｍ 64,744.06ｍ２ ２ ２

建 物 329,513.85ｍ 327,036.39ｍ 2,477.46ｍ２ ２ ２

動産 船 舶 ３隻(182.00総トン) ３隻(182.00総トン) ０隻(0.00総トン)（ ）

（浮 桟 橋） ６ 個 ６ 個 ０ 個

（ ）浮ドック ２ 個 ２ 個 ０ 個

物権 地 上 権 5,166,299.51ｍ 5,166,290.73ｍ 8.78ｍ（ ） ２ ２ ２

（ ）地 役 権 142.67ｍ 142.67ｍ ０ ｍ２ ２ ２

無 体 財 産 権 著作権 １件 著作権 １件 ０ ｍ２

有 価 証 券 0円 株券 355,000,000円 △ 355,000,000円

出資による権利 14,103,000,000円 13,136,650,000円 966,350,000円

２ 物 品 １，７１０点 １，６９８点 １２点

３ 債 権 32,950,570,620円 38,051,880,850円 △5,101,310,230円

建設局で所管している財産は上表のとおりであり、公有財産（土地）の管理に問題が認め

られたので、別項のとおり意見を付す。

財産の主な増減事由は、

・土地の増加は、六道山公園用地（３万１，９５４．１０ｍ ）等の取得によるものなど２

・建物の増加は、チンパンジー舎（７６６．５１ｍ ）等の新築によるものなど２

・有価証券の減少は、東京鉄道立体整備株式会社の解散によるもの

・出資による権利の増加は、東京都道路公社への増資によるもの

・債権の減少は、生活再建資金貸付金及び駐車場整備基金貸付金等の減少によるもの

である。

イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位：千円）

貸 付 金 の 種 類 （ 名 称 ） 平成１２年度末残高 滞納（収入未済）額

生 活 再 建 資 金 貸 付 金 ２１，４４８，２８２ １，７３６，７６２

沿 道 整 備 資 金 貸 付 金 ２５０，５００ ０

道 路 事 業 資 金 貸 付 金 １，６２６，５４５ ０

市街地再開発事業生業資金貸付金 １０，０００ ０

駐 車 場 整 備 基 金 貸 付 金 ７，７００，０００ ０
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３ 別項意見

（１）財 産

ア 区部４霊園の適切な管理について検討すべきもの

局が行っている霊園事業のうち、区部４霊園については、将来都市公園化を図る計画がな

されていることから、青山霊園・谷中霊園は昭和３５年８月以降、雑司ヶ谷霊園・染井霊園

は、昭和３７年６月以降、空き墓所となった所についての再貸付が行われておらず、その数

は、平成１２年度末現在で３，２８７箇所（１４，８８２ｍ 、霊園の墓地全体の８．８２）

％にも及ぶ状況となっており、霊園の活用上、適切な管理が行われているとは言い難い。

この主な要因は、区部４霊園においては、現在も約３万４，０００人の利用者があり、霊

園の一括公園化は極めて困難であるため、再貸付停止後、約４０年も経過しているにもかか

わらず、未だ公園化に向けた具体的計画が策定されないままとなっていることによるもので

ある。

近年、多摩地区霊園の応募倍率が数十倍に及んでいることから見ても、都民の墓地に対す

る関心には高いものがあり、空き墓所について、その有効な活用を図ることが求められてき

ている。

局は、霊園に公園を設けることの必要性について再検証を行い、公園化を図ろうとする規

模、区域等の具体的計画を策定するとともに、空き墓所の再貸付の適否を含め、霊園の適切

な管理について検討されたい。
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港 湾 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

港 湾 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、港湾局執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された歳入歳出決算書 歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書のうち、 、

港湾局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認

められる。

なお、財産に関する調書のうち、港湾局所管の計数について、次のとおり、計数の一部に誤り

が認められた。

（１）財産管理

ア 公有財産について

＜土 地＞

（ア）土地８５．００ ｍ （大島町元町字赤禿２８－６）が登載漏れとなっている。２

＜建 物＞

（ア）建物２０２．８２ ｍ （調布飛行場消防車庫）が登載漏れとなっている。２

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計
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ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 （千円） 収入率（％）

分担金及負担金 １，９７９，３１５ １，９８０，４９１ １００．１

使用料及手数料 ２，６１９，２９４ ２，５４４，５９６ ９７．１

国 庫 支 出 金 ２８，０６６，０７６ １８，６９２，６５９ ６６．６

財 産 収 入 ２８３，９８９ ２９７，０６４ １０４．６

繰 入 金 １２，５５０，５４３ １０，５９７，３４１ ８４．４

諸 収 入 ３，１３６，１４１ ３，１０３，１８０ ９８．９

計 ４８，６３５，３５８ ３７，２１５，３３３ ７６．５

歳入は第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額４８６億３，５３５万余円、収入済

額３７２億１，５３３万余円、比較減額１１４億２，００２万余円、収入率（予算現額に対す

る収入済額の比率）７６．５％である。

歳入の主な内容は、分担金及負担金（収入済額１９億８，０４９万余円）の廃棄物処理場建

設事業における建設発生土受入に伴う負担金等、使用料及手数料（収入済額２５億４，４５９

万余円）の港湾設備の使用料・入港料・空港着陸料等、国庫支出金（収入済額１８６億９，２

６５万余円 の東京港整備・東京港海岸保全・島しょ空港整備等の国庫負担金及び国庫補助金） 、

諸収入（収入済額３１億３１８万余円）の大井ほか外貿ふ頭整備工事に伴う財団法人東京港埠

頭公社に対する貸付金元利収入である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

港 湾 費 １０９，７７８，３８４ ８８，４２６，９９５ ８０．６

諸 支 出 金 ２，３８７ ２，３８４ ９９．９

計 １０９，７８０，７７１ ８８，４２９，３７９ ８０．６

歳出は、第１２款港湾費及び第１８款諸支出金の２款で４項１８目に区分し執行しており、

予算現額１，０９７億８，０７７万余円、支出済額８８４億２，９３７万余円、翌年度繰越額

１７３億１，５９５万余円、不用額４０億３，５４３万余円、執行率８０．６％である。

主な執行内容は、

・東京港臨海道路・青海コンテナふ頭等の整備に要したもの

（項）東京港整備費（目）港湾整備費 ２３５億３，５７７万余円

・廃棄物処理場の建設整備に要したもの

（項）東京港整備費（目）東京港廃棄物処理場建設費 ２６０億２，７５５万余円
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・海岸保全施設の建設整備に要したもの

（項）東京港整備費（目）海岸保全施設建設費 ５３億１，６５４万余円

・島しょ港湾の建設整備に要したもの

（項）島しょ等港湾整備費（目）港湾整備費 ６４億５，９２４万余円

・島しょ漁港の建設整備に要したもの

（項）島しょ等港湾整備費（目）漁港整備費 ４０億２，９９４万余円

・伊豆・小笠原諸島の空港及び調布飛行場の建設整備に要したもの

（項）島しょ等港湾整備費（目）空港整備費 ５６億９，６２６万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 4,873,717.25 ｍ 7,311,801.11 ｍ △ 2,438,083.86 ｍ２ ２ ２

建 物 153,092.48 ｍ 460,474.56 ｍ △ 307,382.08 ｍ２ ２ ２

動産 船 舶 ２０隻 ２０隻 ０隻（ ）

(6,064.55総トン) (5,730.45総トン) (334.1総トン)

（ ）浮 標 ２３個 ２３個 ０個

（ ）浮 桟 橋 ５８３個 ５８４個 △ １個

有 価 証 券 株券 株券

38,529,416,500 円 38,529,416,500 円 ０円

出資による権利 6,441,400,000 円 6,441,400,000 円 ０円

２ 物 品 ２９１点 ３２０点 △ ２９点

３ 債 権 48,701,366,501 円 47,957,025,849 円 744,340,652 円

港湾局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・土地の減少は、空港用地（４，２９４．４５ｍ ）の取得による増加があったものの、港２

湾事業会計に所管替え（２４４万２，２２３．４２ｍ ）をしたことによるもの２

・建物の減少は、港湾事業会計に所管替え（３０万７，１７１．８８ｍ ）をしたもの２

・債権の増加は、財団法人東京港埠頭公社に対する貸付金の償還（元金１８億７，２９７万

余円）があったものの、新たに２６億１，９００万円貸し付けたことによるもの

である。
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イ 債権のうち貸付金の年度末残高 （単位：千円）

貸付金の種類（名称） 平成１２年度末残高 滞納（収入未済）額

東 京 港 埠 頭 公 社 貸 付 金 ４８，５８８，７２５ ０

八丈島空港ターミナルビル

建設協力貸付金 ３，３６８ ０
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出 納 長 室

第１ 審査の概要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

出 納 長 室

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、出納長室執行分について決算計数及び執行状

況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続

を実施した。

第２ 審査の結果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書のうち、出納長室所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤り

のないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、出納長室所管の計数について、次のとおり、計数の一部に誤

りが認められた。

（１）財産管理

ア 債権について

（ア）債権１，７２６万１，１６０円（旧台東出納事務所入居保証金の一部）が過大に計上

されている。
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第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 （千円） 収入率（％）

使用料及手数料 １０ １ １０．０

財 産 収 入 １，２２１，１００ １，１６９，５４６ ９５．８

繰 入 金 １００，０００ １００，０００ １００

諸 収 入 ７０，００１ １，２７４，５０９ －

計 １，３９１，１１１ ２，５４４，０５６ １８２．９

歳入は第７款使用料及手数料ほか３款であり、予算現額１３億９，１１１万余円、収入済額２

５億４，４０５万余円、比較増額１１億５，２９４万余円、収入率（予算現額に対する収入済額

の比率）１８２．９％である。

歳入の主な内容は、財産収入（収入済額１１億６，９５４万余円）の財政調整基金等の運用に

より生じた預金利子等、諸収入（収入済額１２億７，４５０万余円）の歳計現金及び保管金等の

預金利子等、繰入金（収入済額１億円）の用品調達基金からの繰入金である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額 千円 執行率（％）（ ）

総 務 費 ５，３３０，０００ ４，９６８，９４２ ９３．２

公 債 費 ３，７００，０００ ９８，３５９ ２．７

計 ９，０３０，０００ ５，０６７，３０１ ５６．１

歳出は、第２款総務費及び第１７款公債費の２款で２項４目に区分し執行しており、予算現

額９０億３ ０００万円 支出済額５０億６ ７３０万余円 不用額３９億６ ２６９万余円， 、 ， 、 ， 、

執行率５６．１％である。

総務費の主な執行内容は、

・職員の給与等

（項）会計管理費 （目）管理費 ３２億７，４３２万余円

・収納及び支払手数料

（項）会計管理費 （目）公金取扱費 ５億２，５９６万余円

・財政調整基金等への積立金

（項）会計管理費 （目）積立金 １１億６，８６４万余円
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公債費の執行内容は、

・繰替運用の利子支出

（項）公債費 （目）一時借入金等利子 ９，８３５万余円

である。

なお、公債費の執行率が２．７％と低くなっているのは、市中銀行からの一時借入がなかっ

たこと及び基金等からの繰替運用の減により、一時借入金等利子支出が減少したためである。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 物 品 ２ 点 ２ 点 ０ 点

２ 債 権 17,261,160 円 59,653,000 円 △ 42,391,840 円

３ 基 金 200,000,000 円 300,000,000 円 △100,000,000 円

出納長室で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・債権の減少は、旧中央出納事務所入居保証金の返還等によるもの

・基金の減少は、用品調達基金から一般会計へ繰出したことによるもの

である。
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東 京 消 防 庁

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

東 京 消 防 庁

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、東京消防庁執行分について決算計数及び執行

状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手

続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書のうち、東京消防庁所管の計数は、関係諸帳簿及び証拠書類と照合した

結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

使用料及手数料 ３６３，１０２ ３１９，８７８ ８８．１

国 庫 支 出 金 ９４５，６７６ １，０２３，５４８ １０８．２

財 産 収 入 ４４４，７６７ ４４３，１００ ９９．６

諸 収 入 ４４，７７６，５９０ ４３，８９８，８０６ ９８．０

計 ４６，５３０，１３５ ４５，６８５，３３４ ９８．２

歳入は第７款使用料及手数料ほか３款であり、予算現額４６５億３，０１３万余円、収入済

額４５６億８，５３３万余円、比較減額８億４，４８０万余円、収入率（予算現額に対する収

入済額の比率）９８．２％である。
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歳入の主な内容は、使用料及手数料（収入済額３億１，９８７万余円）の危険物取扱者保安

講習・消防設備士講習等手数料、国庫支出金（収入済額１０億２，３５４万余円）の災害救急

情報センター運営費補助等の国庫補助金、財産収入（収入済額４億４，３１０万余円）の職員

住宅の使用料等、諸収入（収入済額４３８億９，８８０万余円）の多摩地区の市町村からの消

防事務受託収入等である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

消 防 費 ２４２，２７０，０００ ２３９，１０９，５８８ ９８．７

歳出は、第１６款消防費で５項１７目に区分し執行しており、予算現額２，４２２億７，０

００万円 支出済額２ ３９１億９５８万余円 不用額３１億６ ０４１万余円 執行率９８、 ， 、 ， 、 ．

７％である。

主な執行内容は、

・東京消防庁の管理事務等に要したもの

（項）消防管理費 （目）管理費 １，９２７億１，５３８万余円

・消防車両、ヘリコプター等の維持管理等に要したもの

（項）消防活動費 （目）装備費 ８５億２，０８６万余円

・消防署等の耐震補強整備等

（項）建設費 （目）改修費 １１億１，９３３万余円

・防火水槽の整備等

（項）建設費 （目）消防水利費 ２２億８，１４６万余円

である。
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２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 466,951.02 ｍ 452,961.17 ｍ 13,989.85 ｍ２ ２ ２

建 物 614,094.59 ｍ 600,776.60 ｍ 13,317.99 ｍ２ ２ ２

動産 船 舶 ４隻(230.00総トン) ５隻(287.30総トン) △１隻(57.30総トン)（ ）

（ ）浮 桟 橋 ５ 個 ５ 個 ０ 個

（航空機） ６ 機 ６ 機 ０ 機

物権 地 役 権 19.93 ｍ 19.93 ｍ ０ ｍ（ ） ２ ２ ２

無体財産権（ ）特許権 １２ 件 １１ 件 １ 件

（ ）著作権 １９ 件 １９ 件 ０ 件

（ ）実用新案権 １２ 件 ２１ 件 △ ９ 件

（ ）意匠権 ２ 件 ２ 件 ０ 件

出資による権利 184,000,000 円 184,000,000 円 ０ 円

２ 物 品 ９，９３８ 点 ９，８３６ 点 １０２ 点

３ 債 権 230,414,032 円 220,364,032 円 10,050,000 円

消防庁で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・土地の増加は、潮見訓練場（１万１５１５．５７ｍ ）の財務局からの所管換えによるも２

の

・建物の増加は、 西消防署及び葛西寮（４，７４９．９２ｍ )の新築等によるもの２

・債権の増加は、民間住宅の借上げ（職員住宅用）に伴う敷金（１，００５万円）によるも

の

である。
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教 育 庁

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

教 育 庁

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、教育庁執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書のうち、教育庁所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りの

ないものと認められる。

なお、財産に関する調書のうち、教育庁所管の計数について、次のとおり、計数の一部に誤り

が認められた。

（１）財産管理

ア 公有財産について

＜土 地＞

（ア）土地８８８．２２ｍ （府中西高等学校の敷地）が登載漏れとなっている。２
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第３ 決 算 の 概 要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

使用料及手数料 １８，５７７，８１７ １７，２８９，１０４ ９３．１

国 庫 支 出 金 ２０３，１６９，６７０ ２０５，４０６，７３４ １０１．１

財 産 収 入 ３２４，２４４ ２６１，４７９ ８０．６

諸 収 入 ２，９１８，８５１ ２，８７４，３９６ ９８．５

計 ２２４，９９０，５８２ ２２５，８３１，７１４ １００．４

歳入は第７款使用料及手数料ほか３款であり、予算現額２，２４９億９，０５８万余円、収

入済額２，２５８億３，１７１万余円、比較増額８億４，１１３万余円、収入率（予算現額に

対する収入済額の比率）１００．４％である。

歳入の主な内容は、使用料及手数料（収入済額 １７２億８，９１０万余円）の都立学校授

業料、国庫支出金（収入済額 ２，０５４億６７３万余円）の義務教育教職員給与費の国庫負

担金、財産収入（収入済額 ２億６，１４７万余円）の教職員住宅の使用料、諸収入（収入済

額２８億７，４３９万余円）の臨時職員の厚生年金及び健康保険料等納付金である。

なお、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、不納欠損額（１，０５２万余円）及

び収入未済額 ６ ５１３万余円 が 第１２款諸収入 項：雑入 において 不納欠損額 １（ ， ） 、 （ ） 、 （

５９万余円）及び収入未済額（１億５，９１８万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額 千円 支 出 済 額 千円 執行率（％）（ ） （ ）

教 育 費 ７９８，２４１，８９５ ７８７，３２６，７４３ ９８．６

諸 支 出 金 ２５ ２４ ９６．０

計 ７９８，２４１，９２０ ７８７，３２６，７６８ ９８．６

歳出は 第１３款教育費及び第１８款諸支出金の２款で１２項３８目に区分し執行しており、 、

予算現額７，９８２億４，１９２万円、支出済額７，８７３億２，６７６万余円、不用額１０

９億１，５１５万余円、執行率９８．６％である。

主な執行内容は、

・職員費及び管理事務等に要したもの

（項）教育管理費 （目）管理費 ２８８億１，７０４万余円
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・区市町村立小学校の職員費等に要したもの

（項）小中学校費 （目）小学校管理費 ２，９５２億９，４１８万余円

・区市町村立中学校の職員費等に要したもの

（項）小中学校費 （目）中学校管理費 １，５７６億８，００５万余円

・都立高等学校の管理及び職員費等に要したもの

（項）高等学校費 （目）管理費 １，５４３億９，４０６万余円

・老朽校舎改築等都立学校施設整備費

（項）施設整備費 （目）都立学校整備費 ２４９億９，９５９万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 7,817,309.24 ｍ 7,802,942.11 ｍ 14,367.13 ｍ２ ２ ２

建 物 3,985,640.52 ｍ 3,960,208.98 ｍ 25,431.54 ｍ２ ２ ２

山 林 面積 811,332.17 ｍ 面積 811,332.17 ｍ ０ ｍ２ ２ ２

立木 8,129.86 ｍ 立木 8,129.86 ｍ ０ ｍ3 3 3

動産（船 舶） １ 隻 (497.00総トン １ 隻 497.00総トン ０ 隻 0.00総トン） （ ） （ ）

（浮 標） １ 個 １ 個 ０ 個

物権（地上権） 273,761.97 ｍ 273,761.97 ｍ ０ ｍ２ ２ ２

無体財産権 著作権 ３８ 件 著作権 ３８ 件 著作権 ０ 件

出資による権利 189,000,000 円 189,000,000 円 ０ 円

２ 物 品 ９，４７５ 点 ９，５４３ 点 △６８ 点

（注）山林の面積は、土地及び地上権の面積に含まれている。

教育庁で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、

・土地の増加は、大田地区単位制工業高校用地（１万５，１９９．３３ｍ ）の買入れなど２

によるもの

・建物の増加は 文京盲学校校舎の新築 １万５８９ １３ｍ 及び小平養護学校校舎 １、 （ ． ） （２

万５１０ ．０ ４ ｍ ）の新築などによるもの２

である。
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選挙管理委員会事務局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

選挙管理委員会事務局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、選挙管理委員会事務局執行分について決算計

数及び執行状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認

める審査手続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書のうち、選挙管理委員会事務局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及

び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

使用料及手数料 １ ０ ０．０

国 庫 支 出 金 ６，２１１，９８１ ５，７０８，３３７ ９１．９

諸 収 入 ０ ７ －

計 ６，２１１，９８２ ５，７０８，３４５ ９１．９

歳入は第７款使用料及手数料ほか２款であり、予算現額６２億１，１９８万余円、収入済額

５７億８３４万余円 比較減額５億３６３万余円 収入率 予算現額に対する収入済額の比率、 、 （ ）

９１．９％である。

歳入の主な内容は、国庫支出金（収入済額５７億８３３万余円）の衆議院議員選挙及び国民
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審査に要する経費の委託金である。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

総 務 費 ６，６３８，０００ ６，０８３，９８１ ９１．７

歳出は、第２款総務費で１項５目に区分し執行しており、予算現額６６億３，８００万円、

支出済額６０億８，３９８万余円、不用額５億５，４０１万余円、執行率９１．７％である。

主な執行内容は、

・衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要したもの

（項）選挙費 （目）衆議院議員選挙及国民審査費 ５４億５，７２９万余円

・衆議院議員補欠選挙に要したもの

（項）選挙費 （目）衆議院議員補欠選挙費 ２億２，０４６万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 物 品 １ 点 １ 点 ０ 点
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人事委員会事務局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

２ 実地審査場所

人事委員会事務局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、人事委員会事務局執行分について決算計数及

び執行状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める

審査手続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書のうち、人事委員会事務局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証

拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率 ％（ ） （ ）

使用料及手数料 １ ０ ０

諸 収 入 ０ ６２ －

計 １ ６２ －

歳入は第７款使用料及手数料及び第１２款諸収入の２款であり、予算現額１，０００円、収

入済額６万余円、比較増額６万余円である。
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イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

総 務 費 ９７８，０００ ８６６，３３８ ８８．６

歳出は、第２款総務費で１項２目に区分し執行しており、予算現額９億７，８００万円、支

出済額８億６，６３３万余円、不用額１億１，１６６万余円、執行率８８．６％である。

主な執行内容は、

・事務局の運営及び各種試験実施に要したもの

（項）人事委員会費 （目）管理費 ８億４，８５６万余円

である。
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監 査 事 務 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

２ 実地審査場所

監 査 事 務 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、監査事務局執行分について決算計数及び執

行状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審

査手続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書のうち、監査事務局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類

と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

使用料及手数料 ５ ０ ０．０

諸 収 入 ０ １５ －

計 ５ １５ ３００．０

歳入は第７款使用料及手数料及び第１２款諸収入の２款であり、予算現額５，０００円、収

入済額１万余円、比較増額１万余円、収入率（予算現額に対する収入済額の比率）３００．０

％である。
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イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

総 務 費 １，１２９，０００ １，０５６，９４２ ９３．６

歳出は、第２款総務費で１項２目に区分し執行しており、予算現額１１億２，９００万円、

支出済額１０億５，６９４万余円、不用額７，２０５万余円、執行率９３．６％である。

主な執行内容は、

・監査事務局の管理事務等に要したもの

（項）監査委員費 （目）管理費 １０億２，４４６万余円

である。
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警 視 庁

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

警 視 庁

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、警視庁執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書のうち、警視庁所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照

合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決 算 概 要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 （千円） 収入率 ％（ ）

使 用 料 及 手 数 料 ２１，０４３，７８０ １８，７９５，７１８ ８９．３

国 庫 支 出 金 １０，０３７，２３３ ７，６５７，２９４ ７６．３

財 産 収 入 １，２６７，６８１ １，１４３，９４２ ９０．２

諸 収 入 ３，７７５，５０６ ３，９０３，６３５ １０３．４

合 計 ３６，１２４，２００ ３１，５００，５９１ ８７．２

歳入は第７款使用料及手数料ほか３款であり、予算現額３６１億２，４２０万円、収入済額

３１５億５９万余円、比較減額４６億２，３６０万余円、収入率（予算現額に対する収入済額

の比率）８７．２％である。

歳入の主な内容は、使用料及手数料（１８７億９，５７１万余円）の自動車運転免許事務等
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に係る警察手数料である。

なお、第１２款諸収入（項：弁償金及報償金及び雑入）において、不納欠損額（４７６万余

円）及び収入未済額（１億１，７３５万余円）が生じている。

イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 支 出 済 額 （千円） 執行率 ％（ ）

警 察 費 ６０８，３６３，０００ ６００，４８３，８２２ ９８．７

諸 支 出 金 ４２ ４１ ９７．６

合 計 ６０８，３６３，０４２ ６００，４８３，８６３ ９８．７

歳出は、第１５款警察費及び第１８款諸支出金の２款で５項２０目に区分し執行しており、

予算現額６，０８３億６，３０４万余円、支出済額６，００４億８，３８６万余円、執行率９

８．７％である。

主な執行内容は、

・職員の給与等

（項）警察管理費 （目）警察本部費 ４，８１８億２，７５８万余円

・警察装備の維持管理等

（項）警察管理費 （目）装備費 ６０億６，５９６万余円

・職員退職手当等

（項）退職手当及年金費 （目）退職費 ３５５億７，６６２万余円

・交通安全施設の維持管理等

（項）警察活動費 （目）交通安全施設管理費 １３４億９５５万余円

・警察施設の維持管理等

（項）警察施設費 （目）施設管理費 １１５億３，０９４万余円

・庁舎建設及び用地買収費等

（項）警察施設費 （目）建設費 ２２１億７，８６４万余円

である。
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２ 財産の管理状況

ア 財産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

土 地 810,167.10 ｍ 804,705.76 ｍ 5,461.34 ｍ２ ２ ２

建 物 1,424,171.38 ｍ 1,394,845.77 ｍ 29,325.61 ｍ２ ２ ２

動 産 航空機 ７ 機 航空機 ７ 機 ０ 機

物 権 地上権 611.66 ｍ 地上権 611.66 ｍ ０ ｍ２ ２ ２

有 価 証 券 株券 578,000,000 円 株券 578,000,000 円 ０ 円

出資による権利 2,500,000,000 円 2,500,000,000 円 ０ 円

２ 物 品 ３，４４８ 点 ３，０８８ 点 360 点

３ 債 権 1,089,103,199 円 1,050,179,199 円 38,924,000 円

警視庁で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減理由は、

・土地の増加は、八丈島警察署移転先用地（３，２６９ｍ ）等の取得によるもの２

・建物の増加は、富坂庁舎（７，１６８ｍ ）等の取得によるもの２

・債権の増加は、有家族警備待機住宅借り上げ数の増（１２９戸）による敷金の増によるも

の

である。
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地方労働委員会事務局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

２ 実地審査場所

地方労働委員会事務局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、地方労働委員会事務局執行分について決算計

数及び執行状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認

める審査手続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書のうち、地方労働委員会事務局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及

び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率（％）（ ）

使用料及手数料 ２ ０ ０

諸 収 入 ０ ２５ －

計 ２ ２５ －

歳入は第７款使用料及手数料及び第１２款諸収入の２款であり、予算現額２，０００円、収

入済額２万余円、比較増額２万余円である。
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イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

労 働 経 済 費 ７７４，０００ ７１８，５７６ ９２．８

歳出は 第８款労働経済費で１項２目に区分し執行しており 予算現額７億７ ４００万円、 、 ， 、

支出済額７億１，８５７万余円、不用額５，５４２万余円、執行率９２．８％である。

執行内容は、

・地方労働委員会の運営に要したもの

（項）労働委員会費 （目）委員会費 ２億３，６８４万余円

・事務局の運営に要したもの

（項）労働委員会費 （目）管理費 ４億８，１７２万余円

である。
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収用委員会事務局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

２ 実地審査場所

収用委員会事務局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、収用委員会事務局執行分について決算計数及

び執行状況の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認め審

査手続を実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書のうち、収用委員会事務局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証

拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 千円 収入率 ％（ ） （ ）

使用料及手数料 １，７０９ ９８０ ５７．３

諸 収 入 ２６，４８４ １２，１３６ ４５．８

計 ２８，１９３ １３，１１７ ４６．５

歳入は第７款使用料及手数料及び第１２款諸収入の２款であり 予算現額２ ８１９万余円、 ， 、

収入済額１，３１１万余円、比較減額１，５０７万余円、収入率（予算現額に対する収入済額

の比率）４６．５％である。

歳入の主な内容は、諸収入（収入済額１，２１３万余円）の鑑定評価料の起業者負担金収入

である。
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イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率 ％（ ）

諸 支 出 金 ４３９，０００ ３５４，３８０ ８０．７

歳出は 第１８款諸支出金で１項２目に区分し執行しており 予算現額４億３ ９００万円、 、 ， 、

支出済額３億５，４３８万余円、不用額８，４６１万余円、執行率８０．７％である。

執行内容は、

・収用委員会の運営に要したもの

（項）収用委員会費 （目）委員会費 ４，０２０万余円

・事務局の管理事務等に要したもの

（項）収用委員会費 （目）管理費 ３億 １，４１７万余円

である。
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議 会 局

第１ 審 査 の 概 要

１ 審査の対象

（１）一般会計

（２）財 産

２ 実地審査場所

議 会 局

３ 審査の手続

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書についての審査を行うに当たり、議会局執行分について決算計数及び執行状況

の確認・分析を行い、併せて、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続を

実施した。

第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書及び財産に関する調書のうち、議会局所管の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と

照合した結果、誤りのないものと認められる。

第３ 決算の概要

１ 歳入歳出決算の状況

（１）一般会計

ア 歳 入

科 目（款） 予 算 現 額 （千円） 収 入 済 額 （千円） 収入率（％）

使用料及手数料 ６８９ ６５７ ９５．４

諸 収 入 ５３ ５７４ －

計 ７４２ １，２３１ １６５．９

歳入は第７款使用料及手数料及び第１２款諸収入の２款であり、予算現額７４万余円、収入

済額１２３万余円 比較増額４８万余円 収入率 予算現額に対する収入済額の比率 １６５、 、 （ ） ．

９％である。

歳入の主な内容は、使用料及手数料（収入済額６５万余円）の建物使用料、諸収入（収入済

額５７万余円）の雑入である。
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イ 歳 出

科 目（款） 予 算 現 額（千円） 支 出 済 額（千円） 執行率（％）

議 会 費 ６，４０９，０００ ５，６８６，４１２ ８８．７

歳出は、第１款議会費で１項２目に区分し執行しており、予算現額６４億９００万円、支出

済額５６億８，６４１万余円、不用額７億２，２５８万余円、執行率８８．７％である。

執行内容は、

・議員の報酬、費用弁償及び議会運営に要したもの

（項）都議会費 （目）議会運営費 ３３億１，６１８万余円

・事務局の管理事務等に要したもの

（項）都議会費 （目）事務局費 ２３億７，０２２万余円

である。

２ 財産の管理状況

ア 財 産

区 分 平成１２年度末現在高 平成１１年度末現在高 増（△）減

１ 公有財産

建 物 27,633.12 ｍ 27,633.12 ｍ 0 ｍ２ ２ ２

２ 物 品 63 点 63 点 0 点


